
（平成２４年１月１２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 27 件

国民年金関係 17 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 65 件

国民年金関係 43 件

厚生年金関係 22 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 6405 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年４月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年４月から 53年３月まで 

    私は、昭和 50 年７月に会社を退職した頃に、父親から国民年金の加入を

勧められていたが、退職後しばらくの間は何も手続を行わずにいた。その

後、時期は不明だが、区役所から国民年金に関する通知が届いたので、区

役所の窓口で国民年金の加入手続を行った。その際、職員に、「過去の空

白期間の納付はどうするか。」と聞かれたので、納付することができる期

間の国民年金保険料は全て納付する旨を伝えたところ、その場で保険料の

納付書を受け取った。後日、社会保険事務所（当時）からも保険料の納付

書が送られてきたので、金融機関で５万円ぐらいを納付したはずである。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、区役所で国民年金の加入手続を行った際、窓口の職員に、過去

の空白期間の国民年金保険料の納付について問われたので、納付することが

できる期間の保険料を全て納付する意思があることを伝え、その場で受け取

った納付書あるいは後日送られてきた納付書により金融機関で保険料を納付

したと主張しているところ、申立人の国民年金の加入手続は、申立人の国民

年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資

格取得日から、昭和 53 年４月又は同年５月に行われたものと推認でき、その

時点で申立期間は過年度納付により納付することが可能であることから、申

立人の主張に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立人は、国民年金保険料として５万円ぐらいを納付した記憶があ

ると述べているところ、申立期間の保険料をまとめて納付した場合の金額と



 

  

おおむね一致する上、申立期間直後の納付済みとなっている期間の保険料に

ついては、まとめて納付している期間は無いことから、申立人がまとめて納

付したとする保険料は、申立期間のものと考えても不自然ではない。 

   さらに、申立人は、申立期間後の国民年金加入期間に未納は無く、口座振

替及び前納により国民年金保険料を納付している期間もあることから、納付

意識は高かったものと認められる上、申立期間は 24 か月と比較的短期間であ

る。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6406 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年 10月から 54年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年２月から 54年３月まで 

    私は、昭和 53 年 10 月に、元夫と共に、元夫の実家の家業を手伝うため、

その両親と同居することとなった。それから少したった同年 11 月頃、元夫

の父親から、私の年金手帳を見せてもらい、「全部、遡って払った。」と

聞いたことを憶
おぼ

えている。元夫の父親からは、国民年金の加入手続時期や、

遡って納付した国民年金保険料の金額、納付場所、納付方法などは聞かな

かった。最近になって、当時特例納付という制度が実施されていたという

ことを知ったので、おそらく元夫の父親はその特例納付を利用して、全部、

遡って保険料を納付してくれたのではないかと思う。元夫の父親は、その

後も、59 年５月に私が転居するまでは保険料を納付してくれていたと思う。 

    私は、元夫の父親が、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた

と思うので、未加入及び未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 53 年 10 月から 54 年３月までについて、当該期間

の国民年金保険料を納付したとされる申立人の元夫の父親は、36 年４月か

ら国民年金に加入し、加入期間における保険料を完納していることから、

国民年金に対する関心及び保険料の納付意識は高かったものと考えられる。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加

入被保険者の被保険者資格取得時期から、申立人の国民年金の加入手続は

昭和 53 年 10 月に行われていると推認され、申立人は、59 年５月に転居す

るまでその元夫の父親が申立人の国民年金保険料を納付してくれていたと

思うと述べているところ、54 年４月以降の保険料は納付済みであり、国民



 

  

年金への関心及び保険料の納付意識が高かったと考えられる申立人の元夫

の父親が、53 年 10 月に加入手続を行いながら、54 年３月まで保険料を納

付せず、同年４月から保険料の納付を開始したと考えるのは不自然である。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 49 年２月から 53 年９月までについて、申

立人は、その元夫の父親から、同年 11 月頃、国民年金保険料を、「全部、

遡って払った。」と聞いた記憶があったところ、最近になって、その当時

に特例納付制度が実施されていたことを知ったので、申立人の元夫の父親

は、当該特例納付を利用して、「全部、遡って払った。」と申立人に教え

た時点で、当該期間の保険料を全部遡って納付してくれていたのではない

かと述べている。確かに、同年 11 月当時、第３回特例納付は実施されてい

たが、申立人は当該期間の保険料の納付に直接関与しておらず、当該期間

の保険料の納付を行ったとされる申立人の元夫の父親は既に他界している

ことに加え、申立人の希望により、その元夫からの聞き取りは行っていな

いことから、当該期間の保険料の納付状況は不明である。 

    また、通常、特例納付が行われた場合、納付期間、納付日、納付金額等

が国民年金被保険者台帳に記録され、さらに当該台帳を特殊台帳として保

存することとされていたが、申立人について特殊台帳は存在せず、申立人

が昭和 53年 10月から 59年４月にかけて居住した市及び町の国民年金被保

険者名簿でも、特例納付が行われたことをうかがわせる記載は見当たらな

いことに加え、両方の被保険者名簿で、申立人の国民年金の資格取得日が

53 年 10 月１日とされていることを考え合わせると、申立人が、その元夫

の父親から、国民年金保険料を「全部、遡って払った。」と聞いたとする

ことのみをもって、申立人の元夫の父親が、申立期間のうち、49 年２月か

ら 53 年９月までの保険料を特例納付により納付したとまで考えることは難

しい。 

    さらに、申立人の元夫の父親が、申立期間のうち、昭和 49 年２月から

53 年９月までの国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53年 10月から 54年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6407 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年８月から３年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年８月から３年１月まで 

    私は、会社を退職したため、平成２年８月頃に、区役所で厚生年金保険

から国民年金への切替手続を行った。申立期間の国民年金保険料について

は、私が、郵便局又は銀行で納付書により１か月ごと又は２か月ごとに納

付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、会社を退職したため、平成２年８月頃に、区役所で厚生年金保

険から国民年金への切替手続を行ったと主張しているところ、申立人が所持

する年金手帳の国民年金の記録欄の記載状況やオンライン記録では、申立期

間に係る国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の記録が、後から追加され

た形跡は見当たらないことから、申立人の厚生年金保険から国民年金への切

替手続は、同年同月頃に行われたものと推認できる。 

   また、申立人は、厚生年金保険から国民年金への切替手続を複数回適切に

行い、申立期間を除く国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付してい

ることから、国民年金に対する意識及び納付意欲は高かったものと認められ、

その申立人が、６か月と短期間である申立期間の保険料を納付していたと考

えても特段不合理な点は認められない。 

   さらに、申立期間後に申立人が再び国民年金の被保険者資格を取得した時

期の記録は、平成４年７月に、同年４月から同年１月に訂正されていること

が、オンライン記録により確認でき、同年同月から同年３月までの国民年金

保険料は、同年７月以降に納付されたものと推認され、仮に、同年同月の時

点で、申立期間の保険料が未納であったとすると、申立期間は、保険料を遡



 

  

って納付することが可能な期間であることから、申立人が、申立期間の保険

料を納付しなかったと考えるのは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6408 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年４月及び同年５月 

    私は、20 歳になった頃、当時住んでいたＡ区の区役所で、国民年金の加

入手続を行ったと思う。加入手続後、国民年金保険料は、Ｂ市内に住んで

いる母親が、当初は、毎月、同市内の銀行の窓口で、その後は、父親名義

の銀行口座から、口座振替により、納付してくれていた。私は、申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納

付しており、厚生年金保険の被保険者資格の喪失に伴う国民年金への切替手

続も適切に行っているなど、国民年金に対する関心及び保険料の納付意識は

高かったことがうかがわれる。 

   また、申立期間は１回、かつ２か月と短期間であり、申立人は、当該期間

の前後の期間の国民年金保険料を納付していることから、納付意識の高かっ

た申立人が、途中の申立期間の保険料を、その前後の期間と同様に納付して

いたとしても、特段不合理な点は認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6409 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37年４月から同年 10 月までの期間及び 38 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年４月から同年 10月まで 

             ② 昭和 38年１月から同年３月まで 

    私たち夫婦は、昭和 36 年頃に国民年金に加入し、私が、集落の会長を通

じて夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付していた。37 年頃に転居し

てからは、私が、自宅に来た集金人に夫婦二人分の保険料を一緒に納付し

ていた。 

    申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年頃に国民年金に加入し、申立人が、集落の会長を通じ

て夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付していた、また、37 年頃に転居

してからは、申立人が、自宅に来た集金人に夫婦二人分の保険料を一緒に納

付していたと主張しているところ、申立人は、国民年金制度発足前の 35 年

10 月に国民年金の加入手続を行っていることが、申立人の特殊台帳により確

認できる上、申立期間①及び②を除き、36 年４月から 60 歳に到達するまで

の 32 年以上にわたる期間の保険料を全て納付していることから、保険料の納

付意欲が高かったものと認められ、その申立人が、７か月及び３か月とそれ

ぞれ短期間である申立期間①及び②の保険料を納付していたと考えても特段

不合理な点は認められない。 

   また、申立期間①及び②の間の期間である昭和 37年 11月及び同年 12月の

国民年金保険料の納付記録が、平成 22 年７月に追加されていることが、申立

人のオンライン記録により確認できることから、同じ年度内である申立期間



 

  

①及び②の記録管理が適切に行われていなかった可能性がある。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6410 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 38年３月まで 

    私たち夫婦は、昭和 36 年頃に国民年金に加入し、私が、集落の会長を通

じて夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付していた。37 年に転居して

からは、私が、自宅に来た集金人に夫婦二人分の保険料を一緒に納付して

いた。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年頃に国民年金に加入し、その妻が、集落の会長を通じ

て夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付していた、また、37 年に転居し

てからは、その妻が、自宅に来た集金人に夫婦二人分の保険料を一緒に納付

していたと主張しているところ、その妻は、ⅰ）国民年金制度発足前の 35 年

10 月に国民年金の加入手続を行っていることが、その妻の特殊台帳により確

認できる上、10 か月の未納期間を除き、36 年４月から 60 歳に到達するまで

の 32 年以上にわたる期間の保険料を全て納付していること、ⅱ）申立期間を

除き、申立人の同年同月から 60 歳に到達するまでの 30 年以上にわたる期間

の保険料は全て納付済みとされていることから、保険料の納付意欲が高かっ

たものと認められ、その妻が、12 か月と短期間である申立期間の保険料を納

付していたと考えても特段不合理な点は認められない。 

   また、申立期間中の昭和 37年 11月及び同年 12月の国民年金保険料は、納

付済みとされていることが、申立人の被保険者名簿により確認できる上、そ



 

  

の妻の当該期間の保険料の納付記録が、平成 22 年７月に追加されていること

が、その妻のオンライン記録により確認できることから、行政側の記録管理

が適切に行われていなかった可能性がある。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6411 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年７月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年７月から 59年３月まで 

    前の夫と別れ実家に戻ると母親から国民年金に加入するよう勧められ、

加入手続をした。申立期間当時は子供が小さく、生活は大変だったが国民

年金保険料は、働いていたので手持ちのある時に１か月分、２か月分とか

を実家近くの複数の銀行で私が納めた。保険料は一月当たり 6,000 円ぐら

いだったと思う。昭和 60 年４月以降に納めた保険料の領収書は保管してい

るが、同年同月より前に納めた銀行の領収書は見当たらないが、確かに保

険料を納めてきたので申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続を行ってから、申立期間を除き、290 か月

以上の国民年金の加入期間中に国民年金保険料の未納が無い上、オンライン

記録では、国民年金第３号被保険者への種別変更手続及び保険料の免除の申

請手続を複数回適切に行っていることが確認できるなど、国民年金に対する

関心及び保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

   また、申立人が国民年金の加入手続を行った時期は、申立人の国民年金手

帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得

日から、昭和 60 年１月と推認でき、その時点では、申立期間は、過年度納付

することが可能な期間であり、実際、当該期間の直前の 58 年４月から同年６

月までの保険料は、過年度納付されていることが国民年金被保険者名簿によ

り確認できる。 

   さらに、申立期間直前の期間の国民年金保険料を過年度納付していた納付

意識の高い申立人が１回、かつ９か月と短期間である申立期間の保険料を納



 

  

付していたものと考えても、特段不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6412 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

    私の母親は、昭和 36 年４月の国民年金制度発足時に、私の父親と一緒に

区役所で国民年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金保険料につ

いては、父親が、夫婦二人分を一緒に集金人に納付していた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

   （注）申立ては、申立人の次女が、死亡した申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年４月の国民年金制度発足時に、その夫と一緒に区役所

で国民年金の加入手続を行い、加入手続後の国民年金保険料については、夫

が、夫婦二人分を一緒に集金人に納付していたと主張しているところ、申立

人の国民年金手帳記号番号は、同年２月に夫婦連番で払い出されていること

が確認でき、夫の申立期間の保険料は納付済みとなっている上、加入手続を

行っていながら、加入当初の当該期間の保険料を納付しなかったとするのは

不自然である。 

   また、申立人が申立期間当時居住していた区によると、昭和 37 年５月から

38 年６月までの間、集金人に過年度保険料を納付することが可能であったと

していることから、申立期間の国民年金保険料を集金人に過年度納付により

納付することも可能であった。 

   さらに、申立人は、国民年金制度発足時から国民年金に加入し、60 歳に到

達するまで、申立期間を除いて国民年金保険料を全て納付していることから、

保険料の納付意識は高かったものと認められる上、申立期間は 12 か月と短期



 

  

間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6413 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 10 年９月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10年９月 

             ② 平成 11年 10月から 13年３月まで 

    申立期間①について、私は、平成９年３月に会社を退職した後、Ａ区役

所で国民年金の加入手続を行った。11 年 10 月に結婚を契機に同年同月に

Ｂ市へ転居するまで、派遣職員として収入を得ながら、自分で国民年金保

険料を納付していた。保険料は、１冊の束になっていた納付書で、自宅近

くの郵便局等、複数の金融機関で納付していたのにもかかわらず、申立期

間①が未納とされていることに納得がいかない。 

    申立期間②について、私は、平成 14 年１月頃に、国民年金第３号被保険

者への変更手続を行うために、Ｃ市役所に出向いた時に、窓口の担当者か

ら、国民年金保険料の未納期間があると言われ、それまで未納となってい

た期間の保険料として約 20 万円を一括で納付した。同市役所の窓口の担当

者に、これで未納期間は無くなりましたと言われて安心していたが、申立

期間②が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、国民年金保険料の納付書は１冊の束に

なっていたと述べているところ、Ａ区役所は、当該期間当時の納付書はバ

ラバラにならないように１冊の束になっていたとしていることから、申立

人の主張と一致する上、申立人は、１か月ごとに納付書で、自宅近くの郵

便局等、複数の金融機関で保険料を納付していたと述べているところ、オ

ンライン記録により、申立期間の前後の期間の保険料はおおむね１か月ご

とに納付していることが確認できることから申立人の主張には信 憑
ぴょう

性がう



 

  

かがえる。 

    また、申立人は、平成９年４月に国民年金に加入した後、11 年 10 月の

結婚を契機にＢ市に転居するまでの期間において、申立期間の前後の期間

の国民年金保険料は納付済みとされており、申立期間の前後を通じて申立

人の住所や仕事に変更は無く、生活状況に大きな変化はみられないことか

ら、途中の申立期間の保険料のみ未納とされているのは不自然である上、

申立期間①は１か月と短期間であり、９年４月に国民年金に加入以降、11

年 10 月の結婚を契機にＢ市に転居するまでの期間において保険料の未納は

無い。 

 

  ２ 一方、申立期間②について、申立人は、平成 14 年１月頃に、Ｃ市役所の

窓口で未納だった国民年金保険料をまとめて納付したと述べているが、当

時の当該市役所の窓口では、保険料の未納がある被保険者に対して、保険

料を納付することを積極的に案内していたが、被保険者から申し出が無い

場合は、当該市に転入する以前についての未納分の保険料を納付するよう

促すことは難しいとしている。 

    また、戸籍謄本の附票により、申立人は、平成 13 年４月２日付けでＢ市

からＣ市に転入しており、申立期間②はＢ市に在住していることが確認で

き、Ｂ市は、国民年金被保険者受付台帳に申立人の氏名は無く、当該市に

おいて国民年金の加入手続は行っていないと考えられ、国民年金の加入手

続を行っていない者には納付書の発行は行っていないとしている。 

    さらに、申立人は、Ｃ市役所の窓口で未納だった国民年金保険料をまと

めて納付したと述べているところ、申立人が、納付したとする保険料額は、

実際に平成 11 年 10 月から 13 年 12 月までの保険料を納付した場合の金額

と相違している上、オンライン記録により、申立期間②直後の同年４月か

ら同年 12月までの保険料を 14年１月 31日に納付していることが確認でき

ることから、申立人がまとめて納付したのは、当該期間の保険料であった

と考えるのが合理的である。 

    加えて、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成 10年９月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6436 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年４月から同年６月まで 

    時期は定かではないが、妻が、私及び妻の国民年金の加入手続を行った

はずである。 

    その後、妻が、夫婦二人分の国民年金保険料を私の預金口座から口座振

替により一緒に納付していたはずである。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、時期は定かではないが、その妻が、申立人及びその妻の国民年

金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を申立人の預金口座から

口座振替により一緒に納付していたはずであると主張しているところ、申立

期間を除き、昭和 51 年４月から申立人が 60 歳に到達するまでの 34 年以上に

わたる期間の保険料は全て納付済みとされている上、その妻は、同年同月後

の 35 年以上にわたる国民年金加入期間中の保険料を全て納付していることか

ら、保険料の納付意欲が高かったものと認められる。 

   また、申立人及びその妻の国民年金手帳記号番号は連番で払い出されてお

り、その手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険

者資格取得日から、申立人及びその妻の国民年金の加入手続が行われたのは、

昭和 52 年５月頃であると推認でき、その妻が、国民年金の加入手続を行って

おきながら、加入当初である申立期間の国民年金保険料を納付していなかっ

たと考えるのは不自然である上、申立期間のその妻の保険料は納付済みとさ

れていることから、その妻が、申立期間の保険料を納付していたと考えても

特段不合理な点は認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6437 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年９月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年９月から 63年３月まで 

    私は、昭和 63 年４月に就職した勤務先が、厚生年金保険の未適用事業所

であったため、同年同月以降に区役所で国民年金の加入手続を行った。加

入手続を行った際に、20 歳到達時から未納になっていた国民年金保険料に

ついて、納付することができるか区役所の職員に確認したところ、遡って

まとめて納付することができると教わったため、後日送付されてきた納付

書により郵便局で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 63 年４月以降に区役所で国民年金の加入手続を行い、20

歳到達時から未納になっていた国民年金保険料を、後日送付されてきた納付

書により郵便局で納付したと主張しているところ、申立人の国民年金の加入

手続が行われた時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与

された第３号被保険者の該当届出の処理日から、同年 10 月と推認でき、その

時点において、申立期間の保険料は過年度納付により納付することが可能で

あった上、申立人が保険料を納付したとする郵便局は当時実在し、過年度保

険料の収納事務を行っていたことが確認できる。 

   また、申立期間当時、申立人と同居していたとするその母親は、「当時、

娘（申立人）から、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を 20 歳まで

遡って納付したと聞いた。」旨、証言している。 

   さらに、申立人は、申立期間後の国民年金保険料を全て納付している上、

申立期間は７か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6438 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月及び同年５月の国民年金保険料

並びに同年同月、平成８年２月及び同年３月の付加保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年４月及び同年５月 

             ② 平成８年１月から同年３月まで 

    私は、結婚する直前の昭和 37 年７月頃、区役所の支所で国民年金の加入

手続を行った。申立期間①については、自宅に来ていた集金人に付加保険

料を含む国民年金保険料を納付していたにもかかわらず、33 年を経た平成

21 年 10 月になって昭和 51 年５月の付加保険料の 400 円を還付するという

還付請求書が郵送されてきた。私は確かに付加保険料を含む国民年金保険

料を納付していたのに、今頃になって 400 円を還付するという通知がきた

ことを不快に思っている。 

    申立期間②については、平成８年１月頃、付加年金の再加入の手続を行

い、納付書又は口座振替により付加保険料を含む国民年金保険料を納付し

ていた。 

    申立期間①の付加保険料を含む国民年金保険料及び申立期間②の付加保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①のうち、昭和 51 年４月及び同年５月の定額保険料について、

申立人は、集金人に２か月ごとに納付していたと主張しているところ、申

立人の居住していた区では、当時２か月に１回の周期で集金人が保険料を

徴収していたことが確認でき、申立内容と一致する。 

    また、申立人は、申立期間①の付加保険料を含む国民年金保険料を集金

人へ納付したと主張しているところ、申立人が付加年金に加入したのは、

オンライン記録、被保険者名簿及び特殊台帳から昭和 51 年５月であること



 

  

が確認できる上、申立人は、同年同月の付加保険料の領収書を所持してい

る。 

    さらに、申立期間②のうち、平成８年２月及び同年３月について、申立

人は、当該期間の付加保険料を含む国民年金保険料を納付書又は口座振替

により納付したと主張しているところ、申立人が付加年金に再加入したの

は、オンライン記録及び被保険者名簿から同年２月であることが確認でき

る。 

    加えて、申立人は、平成８年１月から同年３月までの定額保険料の領収

書を所持しているところ、オンライン記録では第３号被保険者から第１号

被保険者への種別変更が行われたのは付加年金の加入手続を行った時期の

同年２月であることが確認できることから、その時点で付加保険料の納付

書が発行されたと考えるのが自然であり、付加年金の加入手続を行いなが

ら加入当初の付加保険料を納付しなかったと考えるのは不自然である。 

    その上、申立人は、申立期間①及び②を除いて、国民年金加入期間の国

民年金保険料を全て納付している上、国民年金への任意加入、付加年金へ

の加入及び口座振替を行っている期間もみられることから、保険料の納付

意識は高かったものと認められる。 

 

  ２ 一方、申立期間①のうち昭和 51 年４月及び申立期間②のうち平成８年１

月については、オンライン記録、被保険者名簿及び特殊台帳から、申立人

が付加年金に加入及び再加入したのは、昭和 51 年５月及び平成８年２月で

あることがそれぞれ確認できることから、申立期間①のうち昭和 51 年４月

及び申立期間②のうち平成８年１月はそれぞれ付加年金の加入前であり、

付加保険料を納付することができない期間である。 

    また、申立期間①のうち昭和 51 年４月の付加保険料及び申立期間②のう

ち平成８年１月の付加保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の付加保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 51 年４月及び同年５月の国民年金保険料並びに同年同月、平成８年２

月及び同年３月の付加保険料については、納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6439 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 45 年４月から 47 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 11月から 47年３月まで 

    私は、大阪万博が開催されていたとき、Ａ市で、当時居住していた社宅

の友人に勧められ、国民年金に加入し直した憶
おぼ

えがある。国民年金保険料

は、集金人に納付しており、集金人は町内会の人で、社宅に住んでいた。

私は、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

   （注）申立ては、申立人の夫が、死亡した申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料を全て

納付している上、口座振替制度を利用して納付している期間や付加保険料

を納付している期間もあるなど、保険料の納付意識が高かったことがうか

がわれる。 

    また、申立期間のうち、昭和 45 年４月から 47 年３月までの期間につい

て、申立人の夫は、申立人が、大阪万博が開催されていたとき、Ａ市で国

民年金に加入し直したと述べているが、同市の申立人に係る国民年金被保

険者名簿の異動日欄に「45 年 06 月 23 日」と記載されていることから、45

年６月に、申立人が、同市で、自身の国民年金の転入手続を行ったと考え

ることができ、大阪万博が開催されていたとき、Ａ市で国民年金に加入し

直したとする申立内容と一致している。申立人が転入手続を行ったと考え

られる時期において、申立人の夫が述べる方法で納付することができるの

は、現年度である同年４月以降の国民年金保険料であり、申立人の夫は、

申立人が同市に転居したのは同年同月であるとしていることも踏まえると、



 

  

納付意識の高かった申立人が、申立期間のうち、同年同月から 47 年３月ま

での保険料については、納付していたと考えても不自然ではない。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、昭和 44 年 11 月から 45 年３月までの期間につい

て、上記１のとおり、申立人の国民年金に係るＡ市への転入手続時期と考

えられる同年６月の時点においては、当該期間の国民年金保険料は過年度

納付することとなり、制度上、集金人に納付することはできない上、申立

人の夫は、申立人が同市に転居したのは同年４月であり、それより前の期

間は別の自治体に居住していたとしていることから、当該期間の保険料を

同市において納付することは困難であったと考えられる。 

    また、国民年金に加入し直し、国民年金保険料を納付していたとする申

立人は既に他界している上、申立人の夫は、申立人のＡ市への転居後の国

民年金に係る手続については具体的に述べているものの、転居前の期間に

ついては国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたと思うと述べ

るにとどまり、具体的な主張は無く、転居前の期間である昭和 44 年 11 月

から 45年３月までの保険料の納付状況は不明である。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 45 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6440 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年３月から 54 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年 10月から 48年８月まで 

             ② 昭和 52年３月から 54年３月まで 

    私は、詳しい時期や場所については分からないが、申立期間①当時に、

母親が、私の国民年金の加入手続を行ってくれたと思う。 

    申立期間①の国民年金保険料については、私が、郵便局又は銀行で納付

書により私、父親及び母親の３人分を一緒に１年分まとめて納付していた。 

    昭和 51 年７月に会社を退職した後の厚生年金保険から国民年金への切替

手続については、いつ、どこで、誰が行ったか憶
おぼ

えていないが、同年 10 月

頃からは、母親が、郵便局又は銀行で納付書により私、母親及び妹の３人

分の国民年金保険料を一緒に１年分まとめて納付していたはずである。 

    申立期間①が未加入とされ、申立期間②の国民年金保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、昭和 51 年７月に会社を退職した後の厚生年金保険から国民年

金への切替手続については、いつ、どこで、誰が行ったか憶
おぼ

えていないが、

同年 10 月頃からは、その母親が、郵便局又は銀行で納付書により申立人、

その母親及び妹の３人分の国民年金保険料を一緒に１年分まとめて納付し

ていたはずであると主張しているところ、申立人の還付整理簿には、国民

年金の被保険者資格喪失により、申立期間②当初の 52 年３月の保険料が、

54 年９月に還付された旨の記載があるが、申立人が所持する年金手帳、申

立人の年度別納付状況リスト及びオンライン記録には、52 年３月に、申立

人が国民年金の被保険者資格を喪失した旨の記録は無く、当該期間は国民



 

  

年金の被保険者期間とされている上、当該期間の保険料を還付すべき事由

が見当たらないことから、当該期間は、保険料が納付されていたにもかか

わらず、誤って還付手続が行われたものと認められる。 

    また、申立期間②のうち、昭和 52 年４月から 54 年３月までの期間につ

いて、申立期間②当時に、申立人、その母親及び妹の３人分の国民年金保

険料を納付していたとするその母親は、国民年金制度発足前の 35 年 10 月

に国民年金の被保険者資格を取得し、60 歳に到達するまでの保険料を全て

納付していることから、保険料の納付意欲が高かったものと認められる。 

    さらに、ⅰ）申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51 年 10 月頃に払

い出されており、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期である同年９

月から申立期間②直前の 52 年２月までの国民年金保険料は納付済みとされ

ていること、ⅱ）申立期間②直後の 54 年４月から、申立人が 60 歳に到達

するまでの保険料は全て納付済みとされていること、ⅲ）申立期間②の申

立人の母親及び妹の保険料は全て納付済みとされていること、ⅳ）前述の

とおり、申立期間②のうち 52 年３月の保険料は納付されていたものと認め

られることから、保険料の納付意欲が高かったと認められる申立人の母親

が、申立期間②のうち同年４月から 54 年３月までの保険料を納付していた

と考えても特段不合理な点は認められない。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、詳しい時期や場所については分

からないが、申立期間①当時に、その母親が、申立人の国民年金の加入手

続を行ったはずであると主張しているが、申立人自身は、国民年金の加入

手続に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行ったとする

その母親は、既に亡くなっていることから、申立期間①当時の国民年金の

加入状況は不明である。 

    また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 51 年 10 月頃に払い出さ

れていることが確認できる上、申立人は、継続して同一区内に居住してい

るとしており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

    さらに、申立人は、申立期間①の国民年金保険料について、申立人が、

郵便局又は銀行で納付書により申立人、その父親及び母親の３人分を一緒

に１年分まとめて納付していたと主張しているが、申立人の年度別納付状

況リストでは、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、昭和 51 年９

月とされており、オンライン記録でも、申立人が、申立期間①当時に、国

民年金に加入していたことをうかがわせる形跡は見当たらないことから、

申立期間①は、国民年金の未加入期間で、保険料を納付することができな

い期間である。 

    加えて、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示



 

  

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年３月から 54 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6441（事案 6031の再申立て） 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 51 年４月から同年６月までの付加保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年２月から 42年３月まで 

             ② 昭和 42年４月から 47年３月まで 

             ③ 昭和 47年４月から 48年３月まで 

             ④ 昭和 51年４月から同年６月まで 

             ⑤ 昭和 51年 10月から 60年３月まで 

    私は、前回、昭和 41 年１月から 42 年３月までの国民年金の定額保険料

及び同年４月から 47 年３月までの定額保険料と付加保険料の納付について

申立てを行った。 

    その結果、国民年金の定額保険料は、全て納付していたものと認められ

たが、付加保険料は、私の国民年金手帳に昭和 48 年５月に「所得比例保険

料を納付する者となる申出」をしたと記載があり、それより前に付加保険

料を納付することはできないとして、認められなかった。その際、付加年

金制度は 45年 10月から導入されたと説明を受けた。 

    私は、私の国民年金手帳は後から作り替えられたものだと思うし、平成

14 年頃、社会保険事務所（当時）の職員から、「付加年金制度は昭和 40

年頃から始まっていた。」と聞いたことがあったことを思い出した。その

職員から聞き取り調査を行い、そのような説明をしたと証言が得られれば、

私の主張が正しいと認めてもらえるのではないか。 

    私は、昭和 41 年１月に国民年金の加入手続を行った翌月に付加保険料を

納付する申出をし、国民年金の定額保険料と一緒に欠かさず付加保険料も

納付し続けていた。54 年 12 月から居住したＡ市でのみ、しばらく付加保

険料を納付しなかった時期はあるかもしれない。その辺りを含めて、再度

調査し審議を行ってもらいたい。 

 



 

  

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間④について、当該期間に後続する昭和 51 年７月から同年９月ま

での付加保険料は、申立人が所持している当該期間に係る納入通知書（兼

領収証書）に同年７月 27 日の領収印があり、当該領収金額は当時の国民年

金の定額保険料額と付加保険料額の合計金額であることから、平成 23 年

11 月に未納から納付済みへ記録の訂正が行われており、当該期間当時の行

政機関の記録管理が適切に行われていなかった可能性がうかがえる。 

    また、前述の納入通知書（兼領収証書）は、申立人が、昭和 51 年９月ま

で居住していた市で発行されていることから、申立人には申立期間④に係

る納入通知書も同市で発行されていたと考えるのが自然で、当該期間の前

後の期間の国民年金保険料を付加保険料も含めて納付している申立人が、

納入通知書が発行されていたにもかかわらず、３か月と短期間である申立

期間④の付加保険料のみ納付しなかったとは考えにくい。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち、申立期間①、②及び③について、申立人は、前

回の申立てで、昭和 42 年４月から 47 年３月まで（今回の申立期間②）の

付加保険料を納付していたと述べていたものを、今回の申立てでは、これ

に申立期間①及び③を加え、41 年２月から 48 年３月まで付加保険料の未

納は無いはずであるとした。 

    申立期間②については、前回の申立てにおいて、付加年金制度が開始さ

れたのは昭和 45 年 10 月である上、申立人の所持する国民年金手帳に、申

立人が 48 年５月７日に「所得比例保険料を納付する者となる申出」を行っ

たことをうかがわせる記載があることなどから、申立人が当該期間の付加

保険料を納付していたものと認めることはできないとされ、この当委員会

の決定は、既に平成 23年８月 31日付けで通知が行われている。 

    申立人は、上記当委員会の決定に対して、「昭和 48 年５月７日に『所得

比例保険料を納付する者となる申出』をしたとされている国民年金手帳は

後から作り替えられたものである。」、「平成 14 年頃、社会保険事務所で

付加年金制度は昭和 40 年頃から始まっていたと聞いたことを思い出し

た。」などと述べ、付加年金制度が開始された 45 年 10 月前であっても、

付加保険料を納付することはできたはずであると主張している。しかし、

付加年金制度の開始時期について、申立人が、どこでどのような説明を受

けたかにかかわらず、制度上、同年同月前に付加保険料を納付することは

できない上、申立人の所持する国民年金手帳が後から作り替えられたこと

をうかがわせる形跡は見当たらず、現に 48 年４月から付加保険料が納付済

みとされていることからみても、申立人は、自身の所持する国民年金手帳

の記載どおり、同年５月に「所得比例保険料を納付する者となる申出」を

し、同年４月から付加保険料を納付したと考えるのが合理的である。この



 

  

ように、申立期間②に係る今回の申立ては、委員会が当初の決定を変更す

べき新たな事情とは認められず、申立期間①及び③は、同年３月以前の期

間であり、申立期間②と同じ理由により、申立人は申立期間①及び③の付

加保険料を納付することができない。 

    また、申立期間⑤について、申立人は、当該期間は前回の申立てに含め

るのを失念していたとした上で、昭和 54 年 12 月から 59 年８月にかけて居

住したＡ市で、しばらく付加保険料を納付しなかった期間があるかもしれ

ないが、その他の期間については、付加保険料を納付しなかったことは無

いと思うので、よく調べてもらえれば分かるはずだと述べている。 

    申立人は、申立期間⑤において６つの市に居住し、全ての市で申立人の

国民年金被保険者名簿が作成されている。このうち、申立人が付加保険料

をしばらく納付しなかったことがあったかもしれないとしているＡ市の被

保険者名簿で、申立人が一旦「所得比例保険料（又は付加保険料）の納付

をする者でなくなる申出」をした後、再度「所得比例保険料（又は付加保

険料）の納付をする者となる申出」をしたことをうかがわせる記載は見当

たらず、申立人の主張とは一致していないことに加え、複数の市の被保険

者名簿に、国民年金の定額保険料が遡って納付されたことをうかがわせる

記載があり、付加保険料は、定額保険料を納期限内に納付する場合にのみ

納付できることから、申立人には付加保険料を納付することができない期

間があったと考えられ、継続して付加保険料を納付していたとする申立人

の主張とも相違している。 

    さらに、申立期間⑤は 102 か月と長期間に及んでおり、国民年金の定額

保険料と付加保険料が納付されていたにもかかわらず、６つの市全てにお

いて、延べ 102 か月の付加保険料のみ未納とするような記録管理の誤りが

生じたとは考えにくく、申立人が昭和 59 年９月以降居住した市の国民年金

被保険者名簿及び申立人が同市居住中に再交付されたと考えられる年金手

帳に「所得比例用 60．４．24」の押印並びに記載があること、オンライン

記録で 60 年４月から付加保険料が納付済みとされていることを考え合わせ

ると、申立人は、申立期間⑤においては、59 年９月以降居住した市で、60

年４月に所得比例保険料（付加保険料）を納付する者となる申出を行い、

同年同月から付加保険料を納付したと考えるのが合理的である。 

    加えて、申立人が申立期間①、②、③及び⑤の付加保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間

の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 51 年４月から同年６月までの付加保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6442 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年２月及び同年３月 

    私は、昭和 58 年 10 月頃、区役所支所で国民年金及び国民健康保険の加

入手続を行い、２か月分ずつ保険料を納付してきた。 

    申立期間の国民年金保険料だけが未納となっていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、区役所支所において国民

年金の加入手続を行い、２か月分ずつ保険料を納付していたと主張している

ところ、同区役所支所で国民年金の加入手続が可能であったことが確認でき

る上、オンラインの納付記録では、納付済期間の大半が２か月分ずつ納付さ

れていることから、申立内容に特段不合理な点は認められない。 

   また、申立期間は２か月と短期間であり、申立期間の前の期間の国民年金

保険料は現年度納付していることが確認でき、申立期間のみ未納とされてい

るのは不自然である。 

   さらに、申立人は、国民年金に加入して以降、申立期間を除き国民年金保

険料は全て納付している上、厚生年金保険から国民年金への切替手続を適切

に行っていることが確認できることから、保険料の納付意欲は高かったもの

と認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6443 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年 10月から 44年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 41年３月まで 

             ② 昭和 43年 10月から 44年３月まで 

             ③ 昭和 57年 10月から 58年３月まで 

             ④ 昭和 59年２月から 60年３月まで 

    私は、昭和 36 年４月頃、将来のことを考えて、当時居住していた区の区

役所で国民年金の加入手続を行ったと思う。国民年金の加入手続を行った

後、国民年金保険料をどのように納付していたか、詳しいことは憶
おぼ

えてい

ないが、保険料を納付すると、国民年金手帳に横長の領収書のようなもの

を貼り付けていたことは憶
おぼ

えている。 

    また、昭和 39 年＊月に第一子を出産し、その後仕事を休んでいたため収

入が無く、しばらく国民年金保険料を納付していなかったが、保険料を納

付するよう催促され、未納分をまとめて納付したことを憶
おぼ

えている。 

    その後、妹から付加年金について教えられたので、すぐに手続を行い、

国民年金の定額保険料に加えて付加保険料も納付するようになった。毎年、

４月に送付された納付書の納期限どおりに、定額保険料と付加保険料を一

緒に近隣の郵便局又は金融機関で納付していた。時々納期限を過ぎて納付

したこともあったが、次の年の４月に新しい納付書が来るまでには、必ず

納付を済ませていたはずである。 

    申立期間①及び②の国民年金保険料並びに申立期間③及び④の付加保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、昭和 39 年＊月に第一子を出産した後、



 

  

しばらく国民年金保険料を納付していなかったところ、納付を催促され、

それに従い未納分をまとめて納付したことを憶
おぼ

えていると述べている。確

かに、申立人が主張するように、申立人の特殊台帳において、当該期間の

前後の期間である、41 年４月から 43 年９月までの期間及び 44 年４月から

45 年３月までの期間の保険料が、過年度納付されたことをうかがわせる記

載が確認できるほか、申立期間②後、申立人は約 30 年近く国民年金に加入

し、加入期間における保険料の未納が無く、付加保険料についても 20 年以

上納付するなど、国民年金への関心及び保険料の納付意欲は高かったと考

えられ、そのような申立人が、申立期間②の前後の期間の保険料を過年度

納付しながら、６か月と短期間である当該期間の保険料を未納のまま放置

したとは考えにくい。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、昭和 36 年４月頃国民年金の加入

手続を行ったと思うと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、

42 年９月に払い出されており、加入手続時期についての申立人の主張とは

一致しない上、申立人が 36 年４月当時居住していた区で、申立人に対して

別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらず、

その形跡も無く、当該期間の国民年金の加入状況が不明である。 

    また、申立人は、申立期間①の国民年金保険料をどのように納付したか

詳しく憶
おぼ

えていないとしていることに加え、申立人が述べている当該期間

当時の保険料の収納方法と、当該期間当時、実際に行われていた保険料の

収納方法とは一致せず、保険料の納付状況が不明である。 

    さらに、前で述べたように、申立人の特殊台帳には、昭和 41 年４月以後

の国民年金保険料が遡って納付されたことをうかがわせる記載はあるもの

の、申立人の主張は、36 年４月当時から保険料を納付していたとするもの

であり、申立人が申立期間①の保険料も遡って納付したと考えることは難

しい。 

    加えて、申立期間③及び④について、申立人は、国民年金の定額保険料

と付加保険料は、一緒に納付書で納期限内に納付しており、定額保険料を

納付していながら、このような短期間、僅か月額 400 円の付加保険料のみ

未納にしたとは考えられないと述べている。しかし、申立期間③の定額保

険料は特殊台帳で、申立期間④の定額保険料はオンライン記録で、それぞ

れ納期限後に遡って納付されていることが確認でき、制度上、付加保険料

は、定額保険料を納期限内に納付する場合にのみ納付することができると

されていることから、申立期間③及び④の定額保険料を遡って納付した申

立人は、当該期間の付加保険料を納付することができなかったと考えるの

が自然である。 

    その上、申立人が、申立期間①及び②の国民年金保険料並びに申立期間



 

  

③及び④の付加保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書）が無く、ほかに申立期間①及び②の保険料並びに申立期間③及び

④の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 43 年 10 月から 44 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7404 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 20 年９月 20 日から同年 12 月１日までの期間に

ついて、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における厚生年金保険被

保険者の資格取得日は、同年９月 20 日であると認められることから、当

該期間の資格取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、150 円とすることが妥当で

ある。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 12 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 20 年９月 20 日から同年 12 月１日まで 

             ② 昭和 57 年９月１日から 58 年８月１日まで 

             ③ 昭和 60 年５月１日から 61 年 10 月１日まで 

    申立期間①について、私は、Ａ社に昭和 18 年 10 月１日に入社した２

日後から 20 年８月の終戦まで軍務に就き、同年９月 20 日に同社Ｃ工場

に復職したにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者資格取得日が同年

12 月１日となっているので、資格取得日に係る記録を訂正してほしい。 

    申立期間②及び③について、Ｄ社（現在は、Ｅ社）での給与額は、前

職のＦ社（現在は、Ｂ社）退職時（標準報酬月額は、41 万円）と同額

を支給することを条件に入社し、退職まで給与額に変更が無かったにも

かかわらず、厚生年金保険の記録によると、申立期間②及び③における

標準報酬月額がほかの期間より低額となっている。給与振込額が分かる

預金通帳を提出するので、標準報酬月額を 41 万円に訂正してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ｆ社発行の在職証明書により、申立人が当該期間

においてＡ社Ｃ工場に勤務していたことが認められる。 

   一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社Ｃ工場に係る資格取得日

は昭和 20 年 12 月１日とされている。 

   しかしながら、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

記載されている申立人の資格取得日は日付が不鮮明であるものの、昭和

20 年１月と記載されており、事業主が申立人の資格取得日を同年 12 月１



                      

  

日と届け出たとは考え難い。 

   また、申立人がＡ社Ｃ工場において資格を取得する直前に被保険者であ

った同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人の資格喪

失日は昭和 20 年９月 20 日と記載されており、当該資格喪失日は申立人か

ら提出された同社発行の復職命令に記載されている復職日と一致している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｃ工場における厚生年金保

険被保険者の資格取得日は昭和 20 年９月 20 日であると認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場に係る

上記被保険者名簿の記録から、150 円とすることが妥当である。 

   申立期間②及び③について、申立人は、Ｄ社での給与額について、前職

のＦ社退職時と同等の給与額を支給される条件で入社し、退職まで給与額

に変動が無かったにもかかわらず、当該期間の標準報酬月額が低額となっ

ているのはおかしいと主張している。 

   しかしながら、申立人から提出された預金通帳で確認できる給与振込額

は、申立期間②（標準報酬月額 28 万円と記録）と申立期間②に続く期間

（標準報酬月額 41 万円と記録）を比較すると、申立期間②の方が平均額

で２万 6,000 円高く、申立期間③においても申立期間②と同様の傾向が認

められることから、給与支給額に変動が無かったとは言い難い上、Ｅ社は、

「当時の賃金台帳は保管していない。」と回答しており、申立人の当該期

間における報酬月額及び厚生年金保険料の控除額を確認することができな

い。 

   また、Ｄ社が加入していたＧ厚生年金基金の記録を管理している企業年

金連合会は、「当時、Ｄ社から基金及び社会保険事務所（当時）への届出

は、複写式の届出用紙を使用していた。」と回答しているところ、同連合

会から提出された加入員記録によると、申立人の標準報酬月額は、申立人

がＤ社に勤務した全期間において、オンライン記録と一致していることが

確認できる。 

   さらに、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン

記録を確認しても、当該期間における申立人の標準報酬月額等の記載内容

に不備は無く、標準報酬月額が遡って訂正される等の不自然な処理は見当

たらない。 

   このほか、申立期間②及び③において、申立人の主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料の控除について、確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②及び③について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7405 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 41 年４月１日から 42 年７月 15 日までの期間に

ついて、申立人は、脱退手当金を受給していないものと認められることか

ら、当該期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年 10 月２日から 37 年３月１日まで 

             ② 昭和 37 年３月 26 日から 40 年 12 月１日まで 

             ③ 昭和 41 年４月１日から 42 年７月 15 日まで 

    社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の記録を確認したところ、私

は、申立期間①から③までＡ社及びＢ社に勤務していたが、この期間の

厚生年金保険が脱退手当金として支給済みであることを知った。申立期

間当時、私は脱退手当金制度を知らなかったので、脱退手当金を請求し

た記憶も受給した記憶も無い。申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③について、オンライン記録によると、申立人の脱退手当金は、

申立期間①から③までの厚生年金保険被保険者期間を合算した 65 か月を

その支給の対象とし、申立人の資格喪失日から約４か月後の昭和 42 年 11

月 27 日に支給決定されたことになっている。 

   しかしながら、申立人の脱退手当金支給額は、法定支給額と大幅に相違

しており、申立期間①から③までの合算額がその支給対象となっていると

は考え難い。 

   また、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立人の申立期間②

に係る欄には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示及び当該手続に

伴う整理番号が記載されているところ、申立期間③に係る欄には、申立人

に脱退手当金が支給されたことをうかがわせる記載は確認できない。 

   さらに、申立人の脱退手当金支給額について、申立期間①及び②のみを

その支給対象として計算した金額は、法定支給額とほぼ近い金額になるこ



                      

  

とから、申立人の脱退手当金は、申立期間③が含まれていなかったものと

考えられる。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間③に係る脱退手当金を受給していないものと認められる。 

   一方、申立期間①及び②について、当時、脱退手当金の受給要件は、被

保険者期間が 24 か月以上とされていたところ、申立人が最初に勤務した

Ａ社における厚生年金保険被保険者期間（５か月）のみでは脱退手当金の

受給資格が無いことから、申立人の脱退手当金は、申立人が同社を退職し

た後に勤務したＢ社における被保険者期間（45 か月）と併せて支給され

たと考えられる上、申立期間②に係る上記被保険者名簿の｢脱｣表示の記載

等からも一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに申立期

間①及び②に係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7406 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 45 年９月の標準報酬月額について、事業主が社

会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、４万 8,000 円であった

ことが認められることから、当該期間の標準報酬月額を４万 8,000 円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年７月１日から 51 年６月１日まで 

    私は、昭和 38 年７月１日から 51 年５月 31 日までＡ社（後に、Ｂ

社）に勤務していた。当時は高度経済成長期で世の中全てが右肩上がり

だった時代なのに、こんなに低い標準報酬月額であったはずがないので

調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和 45 年９月の標準報酬月額については、Ａ社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の当該期間に係る

厚生年金保険の標準報酬月額は、４万 8,000 円と記載されていることが確

認でき、事業主が社会保険事務所に届け出た同年９月の標準報酬月額は、

４万 8,000 円であったと認められることから、申立人の当該期間に係る標

準報酬月額の記録を訂正することが必要である。 

   一方、申立期間のうち、昭和 38 年７月から 45 年８月までの期間及び同

年 10 月から 51 年５月までの期間の標準報酬月額については、申立人は、

「Ａ社及びＢ社の当該期間における厚生年金保険の標準報酬月額が、実際

に支給されていた給与額より低く記録されている。」として、当該期間の

標準報酬月額の相違について申し立てている。 

   しかし、申立人は、当該期間における給与明細書を所持していないため、

厚生年金保険料の控除額について確認することができない。 

   また、Ａ社及びＢ社の当該期間当時の事業主は既に死亡しており、申立

人の保険料控除について聴取することができない上、同社は平成９年に厚



                      

  

生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立人の保険料控除について

確認することができない。 

   さらに、申立期間当時、社会保険事務を行っていたとする同僚は、「Ａ

社の最初の頃から昭和 44 年頃まで、標準報酬月額は基本給のみから算出

しており、届出及び保険料控除も基本給から算出した額で行っていた。」

と供述しているほか、Ａ社及びＢ社の事業所別被保険者名簿を見ても、標

準報酬月額が遡及して訂正された形跡は無い。 

   加えて、オンライン記録上、Ｂ社は、平成９年２月 21 日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっており、当該期間当時の賃金台帳等は確認でき

ない上、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7407 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 37 年６月１日から同年 10 月 17 日までの期間に

ついて、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ社（後に、Ｂ社）に

おける資格取得日に係る記録を同年６月１日に訂正し、当該期間の標準報

酬月額を１万 2,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年 11 月１日から 37 年 10 月 17 日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた知人の紹介で同社に入社することになった。

その際、社長に切りの良い月初めから出社するように言われ、同社には、

昭和 36 年 11 月１日から 44 年３月 10 日までの期間、勤務していたと記

憶している。 

    しかし、厚生年金保険の記録では、申立期間が被保険者期間となって

いないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社における複数の同僚の証言から、申立人は、申立期間のうち、昭和

37 年３月から同年 10 月 16 日までの期間において、同社に勤務していた

ことが認められる。 

   また、上記の複数の同僚は、「Ａ社には３か月程度の試用期間があり、

当該期間経過後に社会保険に加入させてもらった。」と供述しているとこ

ろ、複数の社会保険事務担当者は、「同社では、３か月程度の試用期間を

設けていた時期もあったが、試用期間経過後に、厚生年金保険に加入させ

ない従業員はいなかった。従業員の業務内容によって異なる取扱いをする

などはしていなかった。」と述べていることから、申立期間当時の同社で

は、入社から一定期間経過後に従業員を厚生年金保険に加入させていたこ



                      

  

とがうかがえる。 

   さらに、前述の複数の同僚から、Ａ社における入社日を聴取したところ、

それぞれ近接した時期に入社したと記憶する者の厚生年金保険被保険者資

格取得日が同日であることから、同社では、近接した時期に入社した者を、

一定期間経過後の特定日にまとめて厚生年金保険に加入させる取扱いをし

ていた状況がうかがえる。 

   加えて、申立人が、Ａ社に入社した時期が昭和 37 年３月と認められる

ところ、申立人が同時期に入社したと記憶している複数の同僚及びこの時

期に入社したと述べている複数の同僚の同社における厚生年金保険被保険

者資格の取得日は、同年６月１日であることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年

６月１日から同年 10 月 17 日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

37 年 10 月の事業所別被保険者名簿の記録から、１万 2,000 円とすること

が妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、Ａ社は既に解散している上、元代表取締役

は不明としており、このほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

   一方、申立期間のうち、昭和 36 年 11 月１日から 37 年６月１日までの

期間について、申立人は、Ａ社に勤務していた知人の紹介で、同社に 36

年 11 月１日に入社したと主張しているが、オンライン記録によると、こ

の知人が、同社に勤務する直前の事業所における厚生年金保険被保険者資

格の喪失日は、37 年１月 24 日であり、申立人が主張する入社日には、こ

の知人は、当該事業所の厚生年金保険の被保険者であったことが確認でき

る。 

   また、申立人が、自身と同時期に入社したかもしれないと記憶している

同僚は、「私の入社日は、昭和 37 年３月 28 日である。」と証言している。 

   さらに、前述のとおり、申立人のＡ社における入社時期は、昭和 37 年

３月であったと認められるものの、同社では、この時期に入社した者を、

同年６月１日にまとめて厚生年金保険に加入させる取扱いをしていた状況

がうかがえる。 

   このほか、Ａ社は既に解散しており、元代表取締役も同社に係る資料は



                      

  

無いとしていることから、当該期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち、昭和 36 年 11 月

１日から 37 年６月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7408 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 55 年３月１日から同年９月 21 日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該

期間の標準報酬月額に係る記録を 14 万 2,000 円に訂正することが必要で

ある。 

   また、申立期間のうち、昭和 55 年９月 21 日から 56 年３月２日までの

期間について、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日

は同年３月２日であると認められることから、当該期間の資格喪失日に係

る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 55 年９月は 14 万

2,000 円、同年 10 月から 56 年２月までは 16 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年３月１日から同年９月 21 日まで 

             ② 昭和 55 年９月 21 日から 56 年３月２日まで 

    私の年金記録を確認したところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期

間①の標準報酬月額が、実際の報酬月額より低い金額になっている。ま

た、申立期間②の厚生年金保険の被保険者記録が無いが、厚生年金保険

料を控除されていたはずである。同社の給与明細書を提出するので、申

立期間①の記録を訂正し、申立期間②については厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人が提出したＡ社の給与明細書から、昭和

55 年３月から同年８月までは 14 万 2,000 円の標準報酬月額に相当する厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

   しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社にお



                      

  

ける当該期間の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、14 万 2,000 円と

記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭

和 56 年３月１日より後の同年４月２日の受付で、８万円に減額訂正処理

されており、同社の被保険者 15 名についても同様の処理が行われている

ことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間①の標準報酬月額につ

いて、このように遡及して減額訂正処理する合理的な理由は無く、標準報

酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人

の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出

た 14 万 2,000 円に訂正することが必要である。 

   申立期間②について、Ａ社及びＢ社の両社に勤務した複数の同僚は、

「当該期間はＡ社に継続して勤務しており、期間が途切れること無くＢ社

に切り替わった。その期間には、申立人も一緒に勤務していた。」と述べ

ている。 

   また、申立人が提出したＡ社の給与明細書から、当該期間は、同社にお

いて事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていることが確認で

きる。 

   しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社にお

ける厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった昭和 56 年３月１日より後の同年４月２日の受付で、遡

って 55 年９月 21 日と記録されており、同社の被保険者 19 名についても、

同様の喪失処理が行われていることが確認できる。 

   また、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、同社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった昭和 56 年３月１日において、同社は法人事業所であ

ったことが確認できる上、当該喪失処理前の記録により、同社は、同日以

降も厚生年金保険法の適用事業所としての要件を満たしていたことが認め

られることから、社会保険事務所が当該適用事業所でなくなったとする処

理を行う合理的な理由は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 55 年９月 21 日に

被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、有効な記録

であるとは認められないことから、申立人のＡ社における資格喪失日は、

Ｂ社において資格を取得した日である 56 年３月２日であると認められる。 

   なお、申立人の申立期間②の標準報酬月額については、申立人に係る当

該喪失処理前の記録から、昭和 55 年９月は 14 万 2,000 円、同年 10 月か

ら 56 年２月までは 16 万円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7409 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社に

おける資格取得日に係る記録を昭和 25 年８月１日に訂正し、申立期間に

係る標準報酬月額を 6,000 円とする必要がある。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25 年８月１日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 24 年 12 月１日にＡ社に就職し、61 年に同社がＢ社と合

併した後も平成元年６月に退職するまで継続して勤務していた。しかし、

厚生年金保険の被保険者記録では、昭和 25 年８月１日に被保険者の資

格を喪失し、同年９月１日に同資格を再取得となっており、被保険者期

間が１か月間欠落している。 

    企業内転勤で厚生年金保険被保険者期間に欠落は無いはずなので、調

査の上、厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管している申立人の人事記録、申立人がＢ社から入手した退職

証明書及び雇用保険の記録から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務

し（昭和 25 年８月１日に、同社Ｃ支店から同社本社に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

25 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から 6,000 円とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、このほかにこれを確認できる関連資料



                      

  

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情がないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7410 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成 10 年 10 月１日から 11 年 10 月１日までの期間に

ついて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申

立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の

標準報酬月額の記録を 10 年 10 月から 11 年３月までは 18 万円、同年４月

から同年９月までは 28 万円に訂正することが必要である。 

   申立期間のうち、平成 11 年 10 月１日から 12 年３月１日までの期間に

ついて、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期

間の標準報酬月額を 28 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人の平成 11 年 10 月から 12 年２月までの上記訂正

後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、

明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年 10 月１日から 12 年３月１日まで 

    私は、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤めていた平成 10 年 10 月１日から

12 年２月 29 日までの期間は、25 万円以上の給与を受け取っていたにも

かかわらず、標準報酬月額が 12 万 6,000 円で記録されていることに納

得がいかないので、調査の上、申立期間の厚生年金保険の記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、平成 10 年 10 月１日から 11 年 10 月１日までの期間

について、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録に

よると、当初、当該期間のうち 10 年 10 月から 11 年３月までは 18 万円、

同年４月から同年８月までは 28 万円と記録されていたが、同年９月３

日付けで、同年４月から同年８月までを 18 万円に訂正され、その後、

同年９月６日付けで、遡って 10 年 10 月から 11 年８月までの標準報酬



                      

  

月額を 12 万 6,000 円に訂正する処理が行われていることが確認できる。 

    また、オンライン記録によると、複数の同僚においても、申立人と同

様に標準報酬月額を遡及して訂正する処理がなされていることが確認で

きる。 

    さらに、申立人の取引銀行から提出された普通預金取引推移一覧表に

より、当該期間において、毎月 21 万円以上の給与が振り込まれている

ことが確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、平成 11 年９月３日付け及び同年９月

６日付けで行われた遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社

会保険事務所が行った当該遡及訂正処理に合理的な理由は無く、有効な

記録訂正があったとは認められない。 

    このため、当該二度にわたる遡及訂正処理の結果として記録されてい

る申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に

当初届け出た、平成 10 年 10 月から 11 年３月までは 18 万円、同年４月

から同年９月までは 28 万円に訂正することが必要であると認められる。 

 

  ２ 申立期間のうち、平成 11 年 10 月１日から 12 年３月１日までの期間

について、上記普通預金取引推移一覧表から、申立人の給与振込口座に

毎月 22 万円以上の給与が振り込まれていることが確認できる上、当該

金額は、10 年 10 月から 11 年９月までに振り込まれた金額とほぼ同額

であることが確認できる。 

    また、同僚が所持する当該期間の給与支払明細書から控除されている

厚生年金保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬月額 11 万 8,000

円を上回る 28 万円に基づく額であり、当該保険料控除額は、平成 10 年

９月から変更が無いことが確認できる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間において、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額は、申立人のＡ社における遡及訂正処

理前の平成 11 年９月の社会保険事務所の記録から、28 万円とすること

が妥当である。 

    なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行

については、事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7411 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪

失日に係る記録を昭和 31 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の被保

険者記録が無い。申立期間に同社Ｂ事業所から同社Ｃ事業所へ異動はし

たが、同社に継続して勤務していた。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された人事記録及び同社の回答並びに雇用保険の加入記録

から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（同社Ｂ事業所から同社

Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、複数の同期入社の同僚が、「申立人を含む同

期 10 名は、昭和 31 年４月１日付けでＡ社Ｂ事業所から同社Ｃ事業所に異

動した。」と供述していることから、同年４月１日とすることが妥当であ

る。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所にお

ける昭和 31 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、6,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭



                      

  

和 31 年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同

年３月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は同年３月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は還付した場合

を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7412 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金

保険被保険者資格の取得日に係る記録を昭和 34 年７月 15 日に、同社Ｃ支

店における同資格の取得日に係る記録を同年 12 月１日に、それぞれ訂正

し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年７月 15 日から同年８月１日まで 

             ② 昭和 34 年 12 月１日から 35 年１月１日まで 

    私は、昭和 33 年４月１日にＡ社に入社し、平成 10 年６月末日まで継

続して勤務していた。年金受給の手続をした際に、同社Ｂ支店に転勤と

なった昭和 34 年７月と、その後、同社Ｃ支店に転勤となった同年 12 月

の厚生年金保険の記録が無いことが判明した。調査の上、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、申立人及び事業主から提出されたＡ社職員カード

から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和 34 年７月 15 日に

同社Ｄ支店から同社Ｂ支店に、同年 12 月に同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店にお

ける昭和 34 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から１万 4,000 円と

し、申立期間②の標準報酬月額については、申立人の同社Ｃ支店における

35 年１月の社会保険事務所の記録から１万 4,000 円とすることが妥当で

ある。 



                      

  

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に行っていたか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7413 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録

を 38 万 1,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 56 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年 12 月７日 

    Ａ社に勤務していた時の平成 17 年 12 月分の賞与に係る厚生年金保険

の記録が無い。年俸制だったため、必ず夏、冬の賞与支給はあった。給

与振込口座の普通預金通帳を提出するので、調査の上、申立期間の厚生

年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額

のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞

与額のいずれか低い方の額を認定し、記録訂正の要否を判断することとな

る。 

   Ａ社が提出した平成 17 年 12 月度賞与総括一覧表から、申立人が申立期

間において 40 万円の賞与の支給を受け、標準賞与額 38 万 1,000 円に見合

う厚生年金保険料（２万 7,160 円）を事業主により賞与から控除されてい

ることが認められる。 

   したがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与総括一覧

表で確認できる厚生年金保険料控除額から、38 万 1,000 円とすることが

妥当である。 



                      

  

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周

辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6414 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年 11 月から平成元年９月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 11月から平成元年９月まで 

    私は、昭和 60 年頃、国民年金保険料を納付していなかったが、妻が、引

っ越してきた 61 年頃に、妻から、保険料を納付するように言われたため、

保険料の納付について、区役所か社会保険事務所（当時）で相談した。 

    その際に、「何年分かの国民年金保険料を遡って納付すれば大丈夫。」

と言われたため、その旨を了解し、今後納付する分と、遡って納付する分

の２種類の納付書を受け取り、それぞれの保険料を、銀行か郵便局で納付

していた。 

    私の国民年金保険料については、妻が、国民年金の加入手続後の分と、

遡った分とを、それぞれ１か月ずつ納付しており、遡って納付した保険料

は、２年ぐらいの期間であったと思う。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年頃、申立期間の始期に居住していた区で、国民年金の

加入手続を行ったとしている。しかし、申立人及びその妻の国民年金手帳記

号番号は連番で払い出されており、同手帳記号番号の前後の番号が付与され

た国民年金の被保険者資格記録等から、申立人の国民年金の加入手続は、平

成３年４月に行われたものと推認され、現に、申立人が今までに受け取った

唯一の年金手帳とするその手帳の住所欄には、申立人が同年同月 24 日に加入

手続を行ったことを示すと考えられる「３．４．24」と押印されている上、

最初に国民年金の加入手続を行った際に記入される同手帳の同欄には、戸籍

の附票上、申立人が元年 11 月以降に居住開始した住所が記入されており、申

立内容と一致しない。 



 

  

   また、申立人は、その妻が、国民年金の加入手続を行った昭和 61 年頃から、

その時期以降の国民年金保険料と、遡った保険料とを、毎月一緒に納付して

いたとしている。その方法により、申立期間の保険料を納付するためには、

当該時期において、平成３年４月の加入手続により付与された国民年金手帳

記号番号とは別の手帳記号番号が払い出されている必要があるが、上述のと

おり、申立人自身も、今までに受け取ったことがある年金手帳は１冊である

としており、別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。ちなみ

に、申立人は、その妻が、約２年分の保険料を遡って納付したとしており、

オンライン記録によると、概
おおむ

ね申立人の主張のとおり、申立期間直後の元年

10 月から３年３月までの保険料は過年度納付され、そのほとんどの期間につ

いては、現年度保険料と同一日に過年度納付されていることが確認できる。 

   さらに、申立人は、年金手帳に記載された国民年金の「初めて被保険者と

なった日」の欄に「昭和 60 年＊月＊日」と書かれているため、申立期間の国

民年金保険料を納付しているはずであるとしているが、国民年金の被保険者

資格取得日は、加入手続時期にかかわらず、強制加入期間の初日まで遡るこ

とから、保険料納付の始期を特定するものではない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6415 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年１月から 59年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年１月から 59年 12月まで 

    私が 20 歳になった昭和 54 年＊月頃に、母親が、私の国民年金の加入手

続を行ってくれたはずである。 

    申立期間の国民年金保険料については、母親が、私の信用金庫の預金口

座に入金して、口座振替により納付していたはずである。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 54 年＊月頃に、その母親が、申立人の国民

年金の加入手続を行ってくれたはずであると主張しているが、申立人の国民

年金手帳記号番号の前後の番号が付与された第３号被保険者の該当届出の処

理日から、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、62 年４月頃である

と推認でき、国民年金の加入手続時期についての申立人の主張と一致しない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 62 年２月に払い出されてい

ることが確認でき、申立人は、継続して同一区内に居住しており、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人は、その母親が、申立人の信用金庫の預金口座に入金して、

口座振替により申立期間の国民年金保険料を納付していたはずであると主張

しているが、上記のとおり、申立期間当時に、申立人の国民年金の加入手続

が行われていたとは推認できない上、申立人が預金口座を開設していたとす

る信用金庫に照会した結果、申立期間当時に、申立人の預金口座は開設され

ていなかったことが確認できることから、その母親が、口座振替により申立

期間の保険料を納付していたとは考え難い。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料



 

  

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6416 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年３月から７年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできず、８年４月から同年８月までの保険料

については、納付していたもの又は免除されていたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年３月から７年２月まで 

             ② 平成８年４月から同年８月まで 

    私の国民年金の加入手続は、母親が行ったと思うが、母親は、国民年金

保険料の免除の申請手続を行ったこと以外は憶
おぼ

えていないそうだ。 

    申立期間①の国民年金保険料については、主に母親が納付し、私もたま

に納付したように思うが、いつ、どこで、どのように納付したか具体的な

記憶は無い。 

    申立期間②については、申立期間①と同様に国民年金保険料を納付した

か、全額免除の申請を行ったかどちらかである。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当初、国民年金の加入手続はその母親が行い、申立期間の国民

年金保険料についても、申立人は、たまに納付しただけであり、いつ、どこ

で、どのように納付したか定かではないと述べていた。その後、申立期間①

の保険料について、当委員会から、申立人の国民年金の加入手続時期は、申

立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された 20 歳到達時点で国民

年金の被保険者資格を取得した被保険者の資格取得月から、平成９年１月と

推認されること、同年同月の時点で、当該期間のうち、６年 12 月から７年２

月までの保険料は遡って納付することが可能であったことについて説明を受

けると、申立人は、加入手続を行った時点で納付可能な期間の保険料を納付



 

  

しているはずだと述べ、その主張は変遷していることに加え、その母親も、

保険料免除の申請手続を行った憶
おぼ

えはあるとするものの、当該手続について

具体的な記憶は無く、国民年金の加入手続及び保険料の納付については憶
おぼ

え

ていないとするなど、国民年金の加入状況及び当該期間の保険料の納付状況

は不明である。 

   また、オンライン記録では、平成９年４月に、申立期間①直後の７年３月

から８年３月までの国民年金保険料が遡ってまとめて納付されているが、仮

に申立人が主張しているように、９年１月に６年 12 月から７年２月までの保

険料を納付したのであれば、加入手続と同時に３か月のみ保険料を遡って納

付し、その３か月後に改めて 13 か月の保険料を遡って納付したこととなるが、

申立人からは、そのような納付が行われたことをうかがわせる具体的な説明

は無く、申立人の主張からは、９年４月前に保険料が納付されたとの心証を

形成することは難しい。 

   さらに、平成９年１月と推認される国民年金の加入手続時点において、申

立期間①のうち、６年３月から同年 11 月までの国民年金保険料は、時効によ

り納付することができず、申立人及びその母親が当該期間の保険料を納付す

るためには、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出される必要がある

が、当該期間の前後を通じて同一市内に居住していた申立人に対して、別の

手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらず、その形

跡も無い。 

   加えて、申立期間②について、申立人は、国民年金保険料を納付したか、

免除の申請を行ったかどちらかであると述べており、当該期間の保険料の納

付又は免除に関する記憶が曖昧である。ちなみに、オンライン記録では、平

成 10 年６月に、過年度保険料の納付書が発行されていることが確認でき、申

立人が主張するように、当該期間の保険料が免除されていた場合、当該期間

について納付書が発行されることはなく、当該期間の保険料が免除されてい

たとは考えられないほか、申立人は、同年４月に就職した後に保険料を遡っ

て納付したとは主張しておらず、当該納付書が発行されている記録をもって

申立人が当該期間の保険料を納付したと考えることも難しい。 

   その上、申立人及びその母親が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（源泉徴収票、家計簿等）は無く、ほかに当該

期間の保険料を納付していたこと、及び申立期間②の保険料が免除されてい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできず、申立期間②の保険料を納付していたもの又は免除されていた

ものと認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6417 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年２月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年２月から 10年３月まで 

    私は、平成 10 年３月頃、就職が決まっていた会社から年金手帳を提出す

るように言われたため、市役所に電話し、年金手帳をもらうべく国民年金

に加入したと思うが、国民年金保険料の納付義務が発生すると考えていた

ので、申請免除の手続について聞いたところ、係の人から学生ならアルバ

イトをして保険料を払うように言われた。後日、いつ頃か記憶に無いが市

役所の年金窓口で保険料を最低２か月分、２万円程度を納付したところ、

窓口の職員に、「ちゃんと払って偉いね。」と言われたことを記憶してい

る。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 10 年３月頃に市役所の年金窓口で国民年金保険料を最低２

か月分、２万円程度を納付したと主張しているが、申立人は、国民年金の加

入手続を行った記憶が無いと述べている上、納付した保険料がいつの期間の

ものであるか不明であり、少なくとも納付したとする２か月分の保険料につ

いても、いつ頃納付したか分からないと述べるなど、国民年金の加入状況及

び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したとする時期は、平成

９年１月の基礎年金番号の導入後の期間であり、基礎年金番号に基づき、国

民年金保険料収納事務の電算化が図られていた状況下において、当該期間の

記録管理が適切に行われていなかったとは考えにくい。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、口頭意見陳述を行った結果でも、



 

  

申立期間の保険料を納付したという心証を得ることができず、ほかに申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6418 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年９月から７年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年９月から７年３月まで 

    私は、20 歳になった平成６年＊月頃、親に勧められて、国民年金の加入

手続を行った。国民年金保険料は、加入当初より、毎月、口座振替で納付

していた。私は、申立期間の保険料を納付するためのお金は、常に私の口

座に準備していたはずなのに、当該期間の保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった平成６年＊月頃、国民年金の加入手続を行ったと

述べているが、申立人の基礎年金番号は、申立人に付与された厚生年金保険

の記号番号を基に９年１月に付番され、その後、当該基礎年金番号で国民年

金第１号被保険者資格を、11 年 10 月に初めて取得しており、申立内容と一

致しない。 

   また、申立人は、国民年金の加入手続後、申立期間の国民年金保険料を、

口座振替で納付していたと主張しているが、オンライン記録によると、当該

期間の国民年金第１号被保険者の被保険者資格記録については、平成 11 年

11 月に、被保険者資格の取得及び喪失の追加処理が行われていることが確認

できることから、申立期間当時、国民年金の加入手続はなされておらず、当

該期間は、未加入期間であり、同処理のなされた時点においては、時効によ

り保険料を納付することができない期間である。このため、申立人の主張の

とおり当該期間の保険料を納付するには、国民年金手帳記号番号が払い出さ

れている必要があるが、その形跡は見当たらない。 

   さらに、申立人が国民年金保険料の口座振替契約を締結していたとする金

融機関の預金口座の取引記録から、申立期間の保険料は引き落とされていな



 

  

いことが確認でき、申立人には、当該期間の保険料を納付書により納付した

主張も無いなど、ほかの方法で納付していたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6419 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年５月から８年８月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年５月から８年８月まで 

    私は、平成５年４月に会社を退職した。退職後に社会保険に加入しない

でいると医療費が高くなると聞かされたので、社会保険に加入したと思う

が、社会保険の加入手続及びその費用の納付については、夫が行っていた

ので私には分からない。ただ、申立期間当時、夫は国民健康保険被保険者

証を使って病院にかかっていたことは確かなので、夫が国民健康保険に加

入して国民健康保険料を納付していたことは間違いない。健康保険に加入

していた夫は国民年金にも加入していたと思うし、私についても夫は国民

健康保険と国民年金に加入する手続を行い保険料を納付していたと思う。 

    申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時に国民年金に加入していたと思う理由として、そ

の夫が国民健康保険に加入していたことは確かで、国民健康保険に加入して

いたのであれば国民年金にも加入していたと思うし、申立人の夫が国民健康

保険と国民年金に加入していたのであれば、申立人についても、国民健康保

険と国民年金に加入する手続を行い、その費用も負担していたと思う、と述

べるにとどまり、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関する記

憶が曖昧である。 

   また、申立人は申立期間当時の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の

納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び当該期間の保

険料を納付していたとされるその夫は既に他界していることから、国民年金

の加入状況及び当該期間の保険料の納付状況は不明である。 

   さらに、申立人の所持する年金手帳には、申立人が申立期間に国民年金の



 

  

被保険者とされていたことをうかがわせる記載は見当たらず、申立人が平成

元年４月以降居住した市で、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されて

いないか確認したが、申立人に対して手帳記号番号が払い出されたことをう

かがわせる事情は見当たらず、その形跡も無く、オンライン記録でも当該期

間は未加入とされている。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6420 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年３月から７年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月から７年２月まで 

    私は、平成６年２月末日に会社を退職し、しばらく国民年金の加入手続

を行っていなかったため、市役所から加入するように通知が届いた。再就

職後の７年３月から８年２月頃までの間に、市役所で加入手続を行い、窓

口で未納だった国民年金保険料をまとめて納付したにもかかわらず、申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付

時期、納付金額等の記憶が曖昧であり、国民年金の加入状況及び保険料の納

付状況が不明である。 

   また、申立人は、再就職した平成７年３月から８年２月頃までの間に、国

民年金の加入手続を行い、国民年金保険料をまとめて窓口で納付したと主張

しているが、申立人の国民年金被保険者資格は 10 年２月に申立期間まで遡っ

て取得していることがオンライン記録から確認でき、その時点まで、申立期

間は国民年金の未加入期間で保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続は、申立人の国民年金の記録が基礎

年金番号によって作成されていること、及び申立期間の被保険者記録が未加

入から未納へと追加訂正されていることから、平成 10 年２月頃に行われたも

のと推認され、その時点において、申立期間は時効により国民年金保険料を

納付することができず、当該期間の保険料を納付するためには国民年金手帳

記号番号が払い出されている必要があるが、申立期間の始期から加入手続時

期を通じて同一市内に居住していた申立人に対して、手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる形跡は見当たらない。 



 

  

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6421 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から 48 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 48年２月まで 

    私は、昭和 47 年４月に就職した際、勤務先が厚生年金保険の未適用事業

所であったため、国民年金の加入手続を行った。加入手続後の国民年金保

険料については、勤務先周辺の金融機関で納付していた。申立期間が国民

年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47 年４月に就職した際、勤務先が厚生年金保険の未適用事

業所であったため、国民年金の加入手続を行い、加入手続後の国民年金保険

料については、勤務先周辺の金融機関で納付していたと主張しているが、申

立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付金額についての記憶が曖昧で

あることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の所持する年金手帳及びオンライン記録によると、申立人は

昭和 52 年５月に国民年金に任意加入していることが確認できることから、申

立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険料を納付することができな

い期間であり、申立期間の保険料を納付するためには、別の国民年金手帳記

号番号が払い出される必要があるが、申立人は、これまでに交付された年金

手帳は１冊のみであるとしている上、申立人に別の手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、源泉徴収票等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6422 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55年４月から 56年１月までの期間及び同年４月から 61年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月から 56年１月まで 

             ② 昭和 56年４月から 61年３月まで 

    私は、昭和 48 年２月に結婚し、同年６月に会社を退職したが、国民年金

の加入手続を行っていなかったので、時期は分からないが、義父が、私の

国民年金の加入手続を行ってくれたと思う。 

    申立期間①及び②の国民年金保険料については、義父が、私及び夫の二

人分を一緒に納付してくれたはずであり、当該期間の夫の保険料は納付済

みとされているにもかかわらず、私の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、時期は分からないが、その義父が、申立人の国民年金の加入手

続を行ってくれたと思うと主張しているところ、申立人の二つ目の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された第３号被保険者の該当届出の処理日

から、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、昭和 61 年６月から同年

７月頃までの間であると推認され、その時点では、申立期間①及び申立期間

②の過半は、時効により国民年金保険料を納付することができない期間であ

る。 

   また、申立人の二つ目の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年２月に、Ａ町

で払い出されていることが確認でき、申立人は、申立期間①から当該手帳記

号番号の払出時期を通じてＡ町に居住しており、Ａ町において、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人の最初の国民年金手帳記号番号は、昭和 44 年２月から同年



 

  

３月頃までの間に、Ｂ区で払い出されていることが確認できるが、ⅰ）申立

人が所持する当該手帳記号番号が記載された国民年金手帳には、43 年 11 月

の国民年金被保険者の資格取得の記録及びＢ区の住所しか記載されておらず、

その後の同資格の喪失及び取得の記録やＡ町の住所は記載されていないこと、

ⅱ）当該手帳記号番号に係る同年同月から 45 年３月までの国民年金保険料の

納付記録は、平成 16 年７月に、申立人の二つ目の手帳記号番号に係る納付記

録に統合されていることが、オンライン記録により確認できることから、申

立人の義父が、申立期間①及び②当時に、申立人の最初の手帳記号番号によ

り、保険料を納付していたとは考え難い。 

   加えて、申立人自身は、申立期間①及び②の国民年金保険料の納付に直接

関与しておらず、当該期間の保険料を納付していたとするその義父は、既に

亡くなっていることから、当該期間当時の保険料の納付状況は不明である上、

当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6423 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年４月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 62年３月まで 

    私は、専門学校を卒業し、昭和 57 年４月に市役所で国民年金の加入手続

を行った。申立期間の国民年金保険料については、同年同月から 60 年７月

まで居住していた市では、納付金額の記憶は無いが金融機関で数箇月分ご

との保険料を納付書で納付していた。同年８月に転居した際には、住民票

の転入手続と同時に国民年金の手続も行い、保険料については、納付金額

の記憶が無いが口座振替で納付していた。 

    申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、専門学校を卒業し、昭和 57 年４月に国民年金の加入手続を行っ

たと主張しているが、申立人の国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手

帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得

日から 62 年７月又は同年８月に行われたと推認でき、申立内容と一致しな

い。 

   また、申立人の国民年金被保険者資格取得年月日は、平成２年６月に昭和

62 年４月１日から 57 年４月１日に訂正されていることから、その時点まで

申立期間は未加入期間であり、国民年金保険料を納付することができない期

間である上、申立人が申立期間の保険料を納付するためには、別の国民年金

手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人に対して別の手帳記号番

号が払い出されていた形跡は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間中の昭和 60 年８月に他区へ転居したときから、

国民年金保険料を口座振替により納付していたと主張しているが、戸籍の附

票では同区への転居は確認できず、国民年金の加入手続及び保険料の納付は、



 

  

住民票のある市区町村において行うことから、同区に住民票が無い申立人が、

口座振替により保険料を納付したとする主張は不自然である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6424 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年２月から７年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月から７年 10月まで 

    私は、平成５年４月に、勤務先を退職後、再就職したが、その会社は厚

生年金保険が適用されない会社であったため、国民年金に切り替えるべき

であったものの、その手続を怠っていた。 

    平成７年 11 月に転職後、資金に余裕ができたため、８年１月頃に、区役

所で国民年金の加入手続を行い、その翌週ぐらいに、過去の 24 か月分の国

民年金保険料をまとめて１回納付し、その手続後の保険料は、定期的に納

付していた。 

    私は、国民年金に加入して、国民年金保険料を納付したにもかかわらず、

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成８年１月頃、国民年金の加入手続を行い、その翌週ぐらい

に、過去の 24 か月分の国民年金保険料をまとめて納付し、これまでまとめて

納付したのは、その１回のみであると述べている。しかし、申立人が申立期

間当時居住していた区の国民年金被保険者名簿及び保険料の納付記録から、

申立人の国民年金の加入手続時期は、９年４月頃と推認されることに加え、

保険料の納付状況についても、オンライン記録によると、同年 12 月 10 日に

過年度保険料の納付書が発行されており、その５日後に、その時点で遡って

納付することができる７年 11 月から９年３月までの 17 か月分の保険料を納

付していることが確認できるため、仮に、申立人が、申立期間の保険料もま

とめて納付したとした場合には、納付したのは１回のみとする主張とは異な

り、その回数は複数回になるなど、申立内容と相違している。 

   また、上記納付書が発行された平成９年 12 月は、同年１月の基礎年金番号



 

  

の導入後の時期であり、同番号に基づき、国民年金に係る事務の電算化が図

られていた状況下において、同事務処理が適切に行われていなかったとは考

えにくい。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6425 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49年 11月から 50年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 11月から 50年６月まで 

    私が 20 歳になった昭和 49 年＊月に、私の母親が私の国民年金の加入手

続を区役所で行った。その際、年金手帳が発行されたかは憶
おぼ

えていないが、

私は、現在２冊の年金手帳を所持している。 

    申立期間の国民年金保険料は、母親が納付書により金融機関で納付して

いたが、母親は、保険料の納付場所及び納付金額等の記憶は無いと言って

いる。私は母親から、私が 20 歳になった時に国民年金の加入手続を行った

ことを何度も聞いたことを憶
おぼ

えており、母親は自身の保険料と一緒に私の

保険料を納付していたはずなので、申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 49 年＊月に、その母親が申立人の国民年金

の加入手続を行ったと述べているが、申立人の国民年金の加入手続時期は、

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者

の被保険者資格取得日から、52 年 10 月と推認され、加入手続時期について

の主張とは一致していないことに加え、申立人は、国民年金の加入手続及び

申立期間の国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、申立人の国民年金

の加入手続を行い保険料を納付したとされるその母親からは詳細を確認する

ことができないため、国民年金の加入状況及び当該期間の保険料の納付状況

が不明である。 

   また、申立人の特殊台帳で、前述した加入手続時点である昭和 52 年 10 月

に、申立期間直後の 50 年７月から 52 年３月までの国民年金保険料が過年度

納付されていることが確認でき、当該時点において、申立期間の保険料は時



 

  

効により納付することができず、申立人が当該期間の保険料を納付するため

には、別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、当該期

間の前後を通じて、同一市内に居住していた申立人に対して、別の手帳記号

番号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も

無い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6426 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月から 51年３月まで 

    私は、大学を卒業した昭和 45 年４月頃、実家の同居人に勧められ、区役

所の出張所で国民年金の加入手続を行った。その時点で、加入手続前の国

民年金保険料を遡って納付したい旨を申し出たが、窓口の担当者に、「こ

れから払えば期間を十分満たすので、遡る必要は無い。」と言われ、同年

同月からの加入とし、そのときからの保険料を納付することとした。 

    国民年金保険料の納付は同居人が行い、領収書を受け取っていたが、私

の所持する年金手帳の「初めて被保険者となった日」の欄に、国民年金の

加入手続日が記入されていたので、安心し、領収書を破棄してしまった。 

    その後、昭和 51 年４月に区役所の出張所で、付加保険料を納付するため

の手続を行い、その時点からの納付記録は残っているが、それより前の納

付記録が消えている。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年４月に区役所の出張所で、国民年金の加入手続を行っ

たと述べているが、申立人の国民年金の加入手続は、申立人の国民年金手帳

記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日

から、51 年４月に行われたものと推認され、申立内容と一致しない。ちなみ

に、申立人が所持しているオレンジ色の年金手帳は、申立人が国民年金の加

入手続を行ったとする 45 年当時には使用されておらず、49 年 11 月以降に使

用されたものである。 

   また、申立人の国民年金の加入手続時期と推認される昭和 51 年４月時点に

おいて、申立期間の過半は時効により、国民年金保険料を納付することがで



 

  

きない期間であり、消滅時効にかからず遡って過年度納付により、保険料を

納付することができる期間が一部認められるものの、申立人は、後からまと

めて納付したことは無いとしている。このため、申立期間の保険料を納付す

るには、別の国民年金手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人は、

申立期間の始期から手帳記号番号が払い出された時期を通じて同一区内に居

住しており、別の手帳記号番号が払い出されるとは考えにくく、その形跡も

見当たらない。 

   さらに、申立人が所持する年金手帳の「初めて被保険者となった日」の欄

に、昭和 45 年４月１日と記入されていることから、その頃に国民年金の加入

手続を行い、国民年金保険料を納付したと述べているが、その日付は、国民

年金の加入手続時期に関係なく、強制加入期間の初日まで遡って記入される

ことから、国民年金の加入手続の時期及び保険料の納付の始期を特定するも

のではない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6427 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年３月から平成５年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年３月から平成５年９月まで 

    私は、20 歳になった昭和 58 年＊月に市役所で国民年金の加入手続を行

った。加入手続後の国民年金保険料については、定期的に郵便局で納付し

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 58 年＊月に市役所で国民年金の加入手続を

行い、加入手続後の国民年金保険料については、定期的に郵便局で納付して

いたと主張しているが、申立人は、保険料の納付時期及び納付金額について

の記憶が曖昧であることから、申立期間の保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の被保険者資格取得日は、昭和 58 年＊月となって

いるものの、申立人の基礎年金番号は、平成９年３月に付番されていること

がオンライン記録により確認できることから、その時点まで、申立期間は国

民年金の未加入期間で国民年金保険料を納付することができない期間である

上、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

形跡も見当たらない。 

   さらに、申立期間は 127 か月に及んでおり、これだけの長期間にわたる事

務処理を、同一の行政機関が続けて誤ることは考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6428 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年６月及び同年７月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年６月及び同年７月 

    私の妻は、平成７年８月に区役所で国民年金第３号被保険者の該当届出

を行った。その際に私も、国民年金の加入手続を行い、持参した年金手帳

に国民年金手帳記号番号が記載された。国民年金保険料については、加入

手続を行った際に、未納となっている保険料を遡って納付することができ

ると説明されたので、その場で 4,000 円から 5,000 円ぐらいを現金で納付

した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成７年８月に区役所で国民年金の加入手続を行い、その際に

未納となっていた国民年金保険料を遡って納付したと主張しているが、加入

手続を行った場所についての主張を変遷させている上、申立人が納付したと

する保険料額は、申立期間の保険料を実際に納付した場合の保険料額と大き

く乖
かい

離していることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明

である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された国民年金第３号被保険者の該当届出

の処理日から、平成８年７月又は同年８月と推認でき、国民年金の加入手続

時期が申立人の主張する時期と一致しない。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続が行われたと推認される平成８年７

月又は同年８月の時点において、申立期間の国民年金保険料は時効により納

付することはできないことから、申立期間の保険料を納付するためには、別

の国民年金手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人は、これまで

交付された年金手帳は１冊のみであるとしている上、申立人に別の手帳記号



 

  

番号が払い出された形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6429 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年７月から 54 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年７月から 54年３月まで 

    私は、母親に勧められて、会社退職後すぐに国民年金の加入手続を行っ

た。加入手続後の国民年金保険料は母親が納付していたはずであり、申立

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人の母親が納付して

いたと主張しているが、申立人は保険料の納付に直接関与しておらず、保険

料を納付していたとする母親は既に死亡していることから、保険料の納付状

況が不明である。 

   また、申立人は、昭和 48 年６月 30 日の会社退職後すぐに国民年金の加入

手続を行ったと述べているが、申立人の国民年金手帳記号番号の払出日及び

その手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資

格取得日から、申立人が国民年金の加入手続を行ったのは、54 年４月と推認

でき、申立内容と合致せず、申立人は、申立期間から国民年金の加入手続が

行われたと推認される時期を通じて同一市内に居住しており、別の手帳記号

番号が払い出されているとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続時期と推認される昭和54年４月時点

においては、第３回特例納付の実施期間であり、申立期間の国民年金保険料

は、特例納付及び過年度納付により保険料を納付することが可能であるが、

申立人は、保険料を遡ってまとめて納付した記憶は無いと述べている。 

   加えて、申立人は、国民年金の加入手続後に交付された年金手帳は、現在

所持しているオレンジ色の手帳であり、この年金手帳以外の手帳を交付され

た記憶は無いと述べているが、オレンジ色の年金手帳は、昭和49年11月から



 

  

使用が開始されたもので、申立人が国民年金の加入手続を行ったとする48年

７月には使用されていなかった。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6430 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年７月から平成３年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年７月から平成３年 11月まで 

    私が 20 歳になった時に、父親が私の国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付してくれた。どのように、いくら納付したかは聞いておら

ず、領収書も無いが、私は一人っ子であるし、父親は非常に几
き

帳面な性格

であったので、申立期間について、保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 58 年＊月に、その父親が、申立人の国民年

金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれたと主張しているが、

申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に直接関与して

おらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとする

その父親は、既に他界していることから、国民年金の加入状況及び保険料の

納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、申立人が居住する区

の国民年金被保険者名簿から平成５年 11 月であることが確認でき、加入手続

時期についての申立人の主張と一致しない。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続が行われた直後の平成６年１月に、

３年 12 月から５年３月までの国民年金保険料が過年度納付されていることが

確認できるところ、その時点においては、申立期間は時効により保険料を納

付することができない期間である上、申立人に対して別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無い。 

   加えて、申立人は、年金手帳に「初めて被保険者となった日」が、昭和 58

年＊月＊日と記載されていることを根拠に、同年同月から国民年金保険料を



 

  

納付していたと主張しているが、この国民年金の初めて被保険者となった日

は、保険料の納付の有無にかかわらず、国民年金の強制加入期間の初日まで

遡ることから、保険料納付の開始時期を特定するものではない。 

   このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6431 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年９月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年９月から平成２年３月まで 

    申立期間当時、私は大学生であったため、国民年金の強制加入期間では

なかったが、父親が市役所の窓口で加入手続を行い、国民年金保険料を納

付してくれていた。 

    父親は、学生だった時に祖母が国民年金の保険料を納めていてくれたこ

とから、父親も、娘の私のために、強制加入期間ではないことを知りなが

ら、国民年金の加入手続をしたと言っている。 

    父親は、申立期間当時、収入は安定しており経済的にも余裕があったの

で、私の国民年金保険料を納付していないことなど有り得ないと言ってい

ることから、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が、昭和 62 年９月に国民年金の加入手続を行ってくれ

たと述べているが、申立人が所持する年金手帳には、その手帳の年号の欄に

「平成」の文字が印刷されていることから、平成元年以降に作成されたもの

であり、申立人が主張する国民年金の加入手続時期と一致しない。 

   また、申立人が所持する年金手帳には、第３号被保険者として平成８年 11

月に払い出された国民年金手帳記号番号が記載されている上、その時点の住

所が記載されており、当該期間までは国民年金には加入していなかった期間

と考えられることから、申立期間は、国民年金保険料を納付することができ

ない期間である。 

   さらに、申立人は、自身の所持する年金手帳の「国民年金の記録」の欄に

「被保険者となった日」及び「被保険者でなくなった日」の日付が明記され

ていることをもって、その期間について国民年金の加入手続を行い、国民年



 

  

金保険料を納付していたと主張している。しかし、年金手帳に記載された被

保険者資格の取得及び喪失の記録は、国民年金に加入すべき期間が記載され

るものであり、被保険者が実際にその時期に国民年金の加入及び喪失の手続

を行ったこと並びに保険料の納付の有無を示すものではない。 

   加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の

国民年金手帳記号番号が払い出される必要があるが、当該期間から手帳記号

番号が払い出された時期を通じて同一市内に居住しており、別の手帳記号番

号が払い出されるとは考えにくく、その形跡も見当たらない。 

   その上、申立人は、所持している年金手帳は１冊だけであると述べており、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6432 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年２月から 56 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年２月から 56年６月まで 

    私は、20 歳になった昭和 55 年＊月に私の母親が私の国民年金の加入手

続を社会保険事務所（当時）かＡ区役所で行い、国民年金保険料を納付し

てくれたはずである。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が、昭和 55 年＊月に社会保険事務所かＡ区役所で申立

人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付していた

と主張しているが、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接

関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付してい

たとする母親は、加入手続時期についての記憶は定かではない。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取

得日から、昭和 58年８月 16日から同年同月 30日までの間に行われたと推認

でき、その時点まで申立期間は未加入期間であり、かつ加入手続時点におい

て当該期間は時効により国民年金保険料を納付することができない期間であ

ることから、申立人の主張とは一致しない。そのため、申立人が、申立期間

の保険料を納付するためには、別の手帳記号番号が払い出される必要がある。

申立人は、申立期間当時、事情により、Ｂ市に居住していたことがあると述

べているが、Ｂ市で申立人に手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせ

る事情は見当らず、その形跡も無いことに加え、改製原戸籍の附票でも、申

立人がＡ区以外に住民登録していた事実が確認できないことから、申立人が

Ａ区以外で国民年金に加入し、保険料を賦課されたとは考えにくい。 



 

  

   さらに、申立人は、現在所持している年金手帳に「初めて被保険者となっ

た日」が昭和 55 年＊月＊日と記載されていることを根拠に、同年同月に国民

年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主張しているが、

この国民年金の被保険者となった日は、保険料の納付の有無にかかわらず、

法律の規定に基づき最初に国民年金に加入すべき日が、国民年金の被保険者

資格取得日として年金手帳に記載されることから、保険料の納付の開始時期

を特定するものではない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6433 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年４月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 46年３月まで 

    私が退職した昭和 54 年３月頃に、職場の担当者から、その当時は、20

歳まで遡って国民年金保険料を納付することができる時期であると説明を

受け、母親にも勧められたので、同年４月から同年６月頃までの間に、区

役所で国民年金の加入手続を行った。申立期間の保険料については、私が、

同年４月から同年６月頃までの間に、集金人に現金で約 30 万円を遡って一

括して納付した。申立期間が未加入とされていることに納得できない 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 54 年４月から同年６月頃までの間に、区役所で国民年金の

加入手続を行い、集金人に申立期間の国民年金保険料を遡って一括して納付

したと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与

された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、申立人の国民年金の加

入手続は、55 年９月頃に行われたものと推認でき、国民年金の加入手続時期

についての申立人の主張と一致しない上、その時期は、申立期間の保険料を

遡って一括して納付することができる特例納付制度は実施されていない時期

である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 55 年 11 月に払い出されて

いることが確認でき、申立人は、国民年金の加入手続を行ったと主張する 54

年４月頃から手帳記号番号の払出時期を通じて同一区内に居住しており、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人の国民年金の被保険者資格取得時期は、昭和 54 年４月であ

ることが、申立人の所持する年金手帳及び被保険者名簿により確認でき、オ

ンライン記録でも、申立人が申立期間当時に国民年金に加入していた形跡は



 

  

見当たらないことから、申立期間は国民年金の未加入期間で、国民年金保険

料を納付することができない期間である。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6434（事案 2273、4925及び 5918の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年 12 月から 50 年３月までの期間及び平成８年 10 月から

10 年８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年 12月から 50年３月まで 

             ② 平成８年 10月から 10年８月まで 

    私は、これまでに３回、第三者委員会に申立てを行った。最初の申立て

の際、一部の期間については記録の訂正が認められたが、昭和 42 年 12 月

から 50年３月までの期間及び平成８年 10 月から 10年８月までの期間の記

録の訂正は、依然として認められず納得がいかない。 

    今回、申立期間の国民年金保険料を納付することができる資力を有して

いたことを示す資料等が新たに見付かったので、４回目の申立てを行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①については、これまで３回、申立期間②については、

これまで２回申立てを行っている。しかし、申立期間①については、申立人

が当該期間の国民年金保険料を納付するためには、第３回特例納付によるし

かないところ、申立人には当該特例納付を行った具体的な記憶が定かではな

いこと、申立期間②については、国民年金の任意の未加入期間とされている

ところ、申立人には、任意加入の手続を行った記憶が無いこと、及び口頭意

見陳述を行い、申立人から聴取しても、申立人が申立期間①及び②の保険料

を納付したとの心証を得るまでには至らず、２回目及び３回目の申立ての際、

「新たな資料・情報」として提出された資料及び証言者の証言からも当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらないことから、

申立人が当該期間の保険料を納付していたものと認めることはできないとし

て、既に委員会の決定に基づき平成 21 年７月 23 日付け、22 年 12 月 22 日付

け及び 23年８月３日付けで通知が行われている。 



 

  

   今回の申立てにおいて、申立人は申立期間①及び②の国民年金保険料を納

付することができる資力を有していたことを示す資料が新たに見付かったと

して、銀行預金口座の記録、固定資産税及び都市計画税の領収証書等を提出

した。しかし、当該資料は、申立期間以外の期間のものであるなど、申立人

が申立期間①及び②の保険料を納付したことをうかがわせる資料とまでは認

められない。また、申立期間②は国民年金の未加入期間であり、保険料を納

付する資力の有無にかかわらず、申立人は当該期間の保険料を納付すること

はできない。 

   このように、今回の申立ては、当委員会のこれまでの決定を変更すべき新

たな事情とは認められず、そのほかに委員会のこれまでの決定を変更すべき

新たな事情も見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料

を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6435（事案 2272、4926及び 5917の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年８月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年８月から 51年３月まで 

    私は、これまでに３回、第三者委員会に申立てを行った。最初の申立て

の際、一部の期間については記録の訂正が認められたが、昭和 45 年８月か

ら 51 年３月までの期間の記録の訂正は、依然として認められず納得がいか

ない。 

    今回、私の夫が申立期間の国民年金保険料を納付することができる資力

を有していたことを示す資料等が新たに見付かったので、４回目の申立て

を行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、これまで３回申立てを行っている。しかし、申立期間の国民年

金保険料を納付するためには、第３回特例納付によるしかないところ、当該

期間の保険料を納付したとするその夫には当該特例納付を行った具体的な記

憶が定かではなく、口頭意見陳述を行い、申立人の夫から聴取しても、申立

人の夫が申立期間の保険料を納付したとの心証を得るまでには至らず、２回

目及び３回目の申立ての際、「新たな資料・情報」として提出された資料及

び証言者の証言からも当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

事情は見当たらないことから、申立人が当該期間の保険料を納付していたも

のと認めることはできないとして、既に委員会の決定に基づき平成 21 年７月

23 日付け、22 年 12 月 22 日付け及び 23 年８月３日付けで通知が行われてい

る。 

   今回の申立てにおいて、申立人の夫は申立期間の国民年金保険料を納付す

ることができる資力を有していたことを示す資料が新たに見付かったとして、

銀行預金口座の記録、固定資産税及び都市計画税の領収証書等を提出した。



 

  

しかし、当該資料は、当該期間以外の期間のものであるなど、申立人の夫が

申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる資料とまでは認められない。 

   このように、今回の申立ては、当委員会のこれまでの決定を変更すべき新

たな事情とは認められず、そのほかに委員会のこれまでの決定を変更すべき

新たな事情も見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料

を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6444（事案 3487の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 39年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年 12月まで 

    私は、前回、昭和 36 年４月に、当時居住していた市の市役所で国民年金

の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと思うと申し立てた。

しかし、同市には、私が国民年金の加入手続を行った記録も、保険料を納

付した記録も無いとの回答であった。私は、37 年に転居しているので、転

居後の区の年金記録を改めて調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、前回の申立てで、昭和 36 年４月から 40 年３月までの期間を申

し立てたところ、このうち、同年１月から同年３月までの期間については、

申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者

の被保険者資格取得時期から、申立人は同年同月頃、国民年金の加入手続を

行ったと推認でき、加入手続を行いながら、その時点で納付することが可能

であった僅か３か月である当該期間の保険料を納付しなかったとは考えにく

いとされ、当該期間の記録の訂正が必要であるとされた。一方、当該期間を

除く前回の申立期間については、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情は見当たらず、その形跡も無く、国民年

金の未加入期間と考えられる上、申立人が述べている当該期間当時の保険料

の納付方法が当時の納付方法と一致せず、当該期間の保険料の納付状況が不

明であることなどの理由から、申立人が当該期間の保険料を納付していたも

のと認めることはできないとされた。これら当委員会の決定は、既に平成 22

年３月 31日付けで通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てに当たり、昭和 37 年に転居しているので、それ以

前に居住した市に申立人が国民年金の加入手続を行った記録及び申立期間の



 

  

国民年金保険料を納付した記録が無いのであれば、転居後に居住した区の記

録を調べてほしいと述べている。しかし、当委員会では、既に前回の申立て

の際、申立人が 36 年当時居住したとする市及び 37 年に転居したとする転居

後の区の双方について十分に調査を行っており、その結果、申立人が国民年

金の加入手続を行ったのは、40 年３月頃であり、申立人は申立期間において

国民年金には未加入で、保険料を納付することはできなかったと判断してい

る。今回の申立ては、委員会が当初の決定を変更すべき新たな事情とは認め

られず、そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たら

ないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6445 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45年 12月から 51年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月から 51年３月まで 

    結婚した昭和 45 年 12 月頃に、私の夫が、Ａ市役所で、私の国民年金の

加入手続を行ってくれたはずである。加入手続後の国民年金保険料につい

ては、私が、自治会の組長さん宅に夫婦二人分の保険料を持参して、定期

的に納付していたと思う。 

    私は、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 45 年 12 月頃に、その夫がＡ市役所で、国民年金の加入手

続を行ってくれたはずであると述べているが、申立人の国民年金手帳記号番

号は、その夫と連番で、その後転居したＢ市に払い出された手帳記号番号で

あり、申立人の国民年金の加入手続時期は、申立人の手帳記号番号の前後の

番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、51 年 11 月

頃と推認され、申立人が述べる国民年金の加入手続の時期及び場所と一致し

ない。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付について、自治会の組

長宅に夫婦二人分の保険料を持参して、送られてきた納付書により、現金で

納付していたと述べているが、当該期間の始期以前から昭和 47 年３月まで、

Ａ市では、印紙による保険料の収納が行われ、納付書による保険料の収納は

行われていなかったことに加え、申立人は、保険料の納付金額や納付周期等

についても憶
おぼ

えていないとしているなど、申立期間の保険料の納付状況は不

明である。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続が行われたと推認される昭和 51 年



 

  

11 月の時点において、申立期間の大半は時効により国民年金保険料を納付す

ることができない期間であり、過年度納付により、遡って保険料を納付する

ことが可能な期間が一部認められるものの、申立人は、遡って保険料を納付

した記憶は無いとしている。このことから、申立期間の保険料を、納付する

ためには、別の国民年金手帳記号番号が払い出される必要があるが、別の手

帳記号番号が払い出されていた形跡は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6446 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年４月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年４月から平成２年３月まで 

    私は、早くから家業を継ぐことを決めていたので、20 歳になった時に、

既に国民年金に加入していた両親から勧められ、国民年金に加入した。国

民年金の加入手続は、母親が町役場で行った。申立期間の国民年金保険料

は、昭和 63 年 11 月に転居するまでは、私の両親が、毎月自宅に集金に来

ていた自治組織の役員に納付した。転居後は、保険料をどのように納付し

たか定かではない。私は、申立期間が国民年金に未加入とされ、保険料が

未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 62 年＊月、その母親が国民年金の加入手続

を行ったと主張しているが、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人

の手帳記号番号は、平成２年５月に払い出されていることが確認できる上、

申立期間当時、申立人に別の記号番号が払い出されていないか調査したが、

申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は

見当たらず、その形跡も無く、申立人の主張とは一致していない。 

   また、申立人は、平成２年４月に、国民年金保険料を口座振替により納付

する手続を行った際、現在所持する年金手帳が交付され、これまでに交付さ

れた年金手帳は当該手帳だけであると述べているところ、当該手帳には、申

立人が同年同月１日に初めて国民年金の被保険者資格を取得している記載が

あることに加え、オンライン記録でも、申立人の国民年金の被保険者資格取

得日は同一であることから、申立期間は国民年金の未加入期間であると考え

るのが自然であるほか、昭和 62 年＊月に申立人の国民年金の加入手続を行っ

たとするその母親も、加入手続の際、年金手帳が交付された記憶は無いと述



 

  

べており、同年同月に、申立人の国民年金の加入手続が行われたとは考え難

い。 

   さらに、申立人は申立期間の国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、

当該期間の保険料を納付したとする申立人の両親は、昭和 63 年 10 月までは、

集金人に自分たち及び申立人の保険料を納付していたことは憶
おぼ

えているとす

るものの具体的な記憶は無く、同年 11 月以降の保険料の納付については記憶

が定かではないとするなど、申立期間の保険料の納付状況が不明である上、

仮に申立人が主張しているように、62 年＊月に国民年金に加入し国民年金手

帳記号番号が付与され、継続して保険料を納付していたのであれば、平成２

年５月に改めて別の手帳記号番号が付与されたこととなるが、そのような特

殊な事情が存在したとも考え難い。 

   加えて、申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（確定申告書、預金通帳等）が無く、ほかに当該期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6447 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 61年３月まで 

    私は、昭和 57 年４月に就職したことを契機に区役所で国民年金の加入手

続を行った。加入手続後に、現在所持している年金手帳と国民年金保険料

の納付書が届いた。保険料については、区役所から送付されてきた納付書

により金融機関で納付していた。加入当初の保険料額は、月額 5,000 円ぐ

らいだったと記憶している。年金手帳に「初めて被保険者となった日」が

同年同月１日と記載されており、この時期に国民年金に加入し、保険料の

納付を開始したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年４月に、区役所で国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人の国民年金の

加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が

付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、61 年３月又は同年

４月と推認でき、国民年金の加入手続時期が申立人の主張する時期と一致し

ない。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われたと推認される昭和 61 年３月

又は同年４月の時点において、申立期間のうち一部の期間は時効により国民

年金保険料を納付することができない期間であり、申立人が申立期間の保険

料を納付するためには、別の国民年金手帳記号番号が払い出される必要があ

るが、申立人は、これまで交付された年金手帳は１冊のみであるとしている

上、申立人に別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人は、年金手帳に「初めて被保険者となった日」が昭和 57 年



 

  

４月１日と記載されていることから、この時期に国民年金に加入し、年金手

帳が交付され、同年同月から国民年金保険料の納付を開始したはずであると

主張しているが、この国民年金の初めて被保険者となった日は、保険料の納

付の有無にかかわらず、国民年金の強制加入期間の初日まで遡ることから、

保険料納付の開始時期を特定するものではない。  

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6448 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年４月から５年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月から５年１月まで 

    私は、申立期間当時は大学生であり、実家から離れて一人暮らしをして

いたが、住民票は実家のままであった。国民年金の加入手続と国民年金保

険料の納付は、実家の母親が行ってくれたはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付は、

その母親が行っていたと主張しており、申立人の母親は、申立人の国民年金

の加入手続及び保険料の納付について、「申立人の保険料については、初め

の頃は、本人が将来払えばよいと思っていたが、まとめて払うのは金額が大

きくなってしまい大変であるし、まだ学生で収入が無いことから、その期間

の保険料は親の責任で納付してあげようと思い、20 歳を過ぎてから国民年金

の加入手続を行い、遡って保険料を納付した。」と証言しているが、加入手

続の時期及び遡って保険料を納付した期間や金額については記憶していない

としていることから、申立期間の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況

が不明である。 

   また、申立人及びその弟の国民年金手帳記号番号は連番で払い出されてお

り、申立人の手帳記号番号の前後の番号が付与された被保険者の厚生年金保

険の資格喪失日などから、申立人及びその弟の国民年金の加入手続は平成７

年１月以降に行われたと推認でき、遡って国民年金保険料を納付することが

可能な申立期間直後の、５年２月から６年３月までの保険料を７年３月に過

年度納付していることから、申立期間は時効により保険料を納付することが

できなかったと考えるのが合理的である。 



 

  

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付するためには、別の国

民年金手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人は、20 歳の頃から

手帳記号番号が払い出されるまで住民票を異動しておらず、同一の住所地で

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は無く、その

形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6449 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年３月から６年３月までの期間、同年５月から７年８月ま

での期間、８年７月から同年８月までの期間、同年 11 月から９年３月までの

期間、13 年４月から同年 10 月までの期間、14 年２月及び同年４月から同年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年３月から６年３月まで 

             ② 平成６年５月から７年８月まで 

             ③ 平成８年７月から同年８月まで 

             ④ 平成８年 11月から９年３月まで 

             ⑤ 平成 13年４月から同年 10月まで 

             ⑥ 平成 14年２月 

             ⑦ 平成 14年４月から同年６月まで 

    申立期間①について、私は 20 歳の誕生日の前日に、区役所で国民年金の

加入手続を行い、窓口で国民年金保険料を納付し年金手帳を受け取ったが、

保険料額は記憶していない。 

    申立期間②について、平成６年以降に転居先の区役所で住所変更手続を

する際に、20 歳の時に発行された年金手帳を提出したが、その手帳では記

録確認ができないと言われて、新しい年金番号が印字されたシールを貼ら

れた手帳を渡された。その手帳が 20 歳の時の手帳かは不明である。その際

に、数箇月分の国民年金保険料を窓口で納付した記憶があるが、どの月の

保険料かは不明であり保険料額も記憶していない。また、厚生年金保険被

保険者となる８年４月前に、転居先の区役所で住所変更手続を行い、未納

と指摘された箇所については、窓口かその場で作成された納付書で納付し

た記憶があるが、保険料額は記憶していない。 

    申立期間③及び④について、平成８年７月及び同年 11 月に会社を退職後、

厚生年金保険から国民年金への切替手続を区役所で行った。その際にも、



 

  

未納があると指摘されれば窓口か、その場で作成してもらった納付書で国

民年金保険料を納付したはずである。 

    申立期間⑤、⑥及び⑦について、平成 14 年４月以降に学生納付特例の申

請のため、区役所で過去の未納分の国民年金保険料は全て納付する旨申し

出て窓口で納付したか、納付書を作成してもらい当日納付した。納付した

期間及び保険料額は記憶していない。 

    また、申立期間①から⑦までの間には、第三者委員会の調査員から、口

座振替で国民年金保険料を振替されていた時期もあったと指摘されたが、

振替できる資力が口座に用意されていたか曖昧な点も多く、残高不足によ

り保険料を振替できなかった月の保険料もあったと思う。しかし、その時

は、後日、自宅に送付された納付書によって、金融機関で納付したはずで

ある。 

    国民年金保険料については、区役所の窓口で納付書に現金を添えて、又

は自宅に届いた納付書により金融機関で納付した記憶もあり、申立期間①

から⑦までの保険料が未納とされていることに納得できない。 

    申立期間⑤、⑥、⑦について、平成 12 年１月に会社員の夫と結婚したが、

会社を退職した同年８月以降に第３号被保険者の加入手続を行っていなか

ったため、23 年に第３号特例納付制度で 12 年９月から 20 年 10 月までの

期間が、第３号被保険者として資格記録が追加された。追加される前に納

付していた国民年金保険料は一部しか還付されていないので、当該期間の

保険料を還付してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②の国民年金保険料について、申立人は 20 歳の誕生日の

前日に区役所で国民年金の加入手続を行い、窓口で保険料を納付して年金

手帳を受け取ったと主張しているが、申立人の国民年金の加入手続が行わ

れたのは、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された第３

号被保険者の加入手続時期及び国民年金手帳記号番号払出簿から平成６年

９月と推認でき、申立人の主張と一致しない上、加入手続時点まで申立期

間①は、国民年金の未加入期間で保険料を納付することができない期間で

あるとともに、申立人に、別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当た

らない。 

    また、申立期間②について、オンライン記録によると、口座振替により

納付された平成８年４月の国民年金保険料が厚生年金保険加入期間と重複

していたことにより、申立期間②直前の６年４月の保険料として充当され

ているが、充当処理は未納期間に対してなされることから、充当されてい

る同年同月の保険料を除いてその前後の期間のみを納付したとする主張は

不自然であり、申立人名義の預金口座の入出金記録でも、当該充当に伴う



 

  

保険料の差額が還付により入金されていることから、申立期間②の保険料

について、納付済みであったものと推認することは難しい上、充当の事務

処理においても不自然な点はうかがえない。 

    さらに、申立人が平成８年３月に転居後の区役所で住所変更手続を行っ

た形跡は残っているものの、申立期間②当時の国民年金保険料の納付状況

は不明であり、申立人の主張のみをもって申立期間②の保険料が納付され

ていたと認めることは難しい上、申立期間②後の保険料については、国民

年金被保険者収滞納一覧表とオンライン記録に口座振替されている記録が

あり、申立内容と一致しない。 

    加えて、申立人が平成６年の転居後の区役所で住所変更手続の際に、新

しい年金番号のシールが貼られた年金手帳を渡されたかもしれないと述べ

ているが、社会保険庁（当時）では、年金手帳と年金番号が記載されたシ

ールを一緒に区役所に渡して、加入手続の際に新しい手帳にシールを貼っ

たものを被保険者に渡すようにしており、別の年金番号の上にシールを貼

って以前の年金番号を消すことは行っていない上、既に年金手帳を所持し

ている被保険者に対して、更に新しい年金手帳を渡すようなことも行って

いない。 

 

  ２ 申立期間③及び④について、申立人は、平成８年７月及び同年 11 月の退

職後に、それぞれ区役所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、

国民年金保険料を納付したと述べているが、オンライン記録では同年９月

の国民年金の資格喪失処理及び同年 11 月の国民年金の資格取得処理は、19

年８月に行われており、申立期間当時に切替手続を行ったとする申立人の

主張と一致しない。 

 

  ３ 申立期間⑤、⑥及び⑦について、平成 14 年４月以降に学生納付特例を申

請するために訪問した区役所で、過去の未納分の国民年金保険料について

全て納付する旨の申出を行い、窓口で納付したか、納付書を作成してもら

い当日納付したと主張しているが、申立人の学生納付特例の申請手続が行

われたのは同年８月であることに加え、同年４月以降は区役所では、制度

上、保険料を納付することができないことから申立内容と一致しない。 

    また、平成 22 年 12 月に提出された国民年金第３号特例措置該当届に基

づき、12 年９月から 20 年 10 月までの期間が第３号被保険者期間に記録訂

正されており、第３号被保険者となった期間のうち、記録訂正前に納付し

ていた保険料について、支払通知書により 23 年４月に申立人に還付されて

いるが、通知書に記載されている還付金額及び還付決議等の記載内容に不

合理な点は無い。 

    さらに、申立人が申立期間⑤、⑥及び⑦について国民年金保険料を納付



 

  

したとする時期は、保険料の収納事務が国に一元化された平成 14 年以降の

期間であり、事務処理の電算化が一層促進されたことを踏まえると、申立

人に対して記録漏れ又は記録誤り等がなされたとは考えにくい。 

 

  ４ 申立期間①から⑦までについては、申立期間が７回で、合計 47 か月に及

び、これだけの期間の事務処理を複数の行政機関が続けて誤ることは考え

にくい。 

    また、申立人が申立期間①から⑦までの国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    これら申立内容及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間①から⑦までの保険料を納付していたもの

と認めることはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6450 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年９月から 49 年５月までの期間、50 年４月及び同年５月

から 51 年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年９月から 49年５月まで 

             ② 昭和 50年４月 

             ③ 昭和 50年５月から 51年６月まで 

    私は、昭和 46 年９月に会社を退職した後すぐに、市役所で国民年金の加

入手続を行った。国民年金保険料については、初めの数回は、市役所の窓

口で納付したが、その後は、毎月自宅に来ていた集金人に納付していた。 

    また、私は、昭和 50 年４月に会社を退職し、同年５月に、市役所で厚生

年金保険から国民年金への切替手続を行った。その後、自宅に来た集金人

に同年４月及び同年５月の国民年金保険料を一緒に納付したと思う。 

    その後は、口座振替により国民年金保険料を納付するようになるまで、

毎月、自宅に来た集金人に保険料を納付していた。 

    申立期間①及び②が未加入とされ、申立期間③の国民年金保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 46 年９月に会社を退職した後すぐに、市役所で国民年金の

加入手続を行った、また、50 年４月に会社を退職し、同年５月に市役所で厚

生年金保険から国民年金への切替手続を行ったと主張しているが、申立人の

国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険

者資格取得日から、申立人の国民年金の加入手続が行われたのは、53 年９月

頃であると推認でき、国民年金の加入手続時期及び厚生年金保険から国民年

金への切替手続時期についての申立人の主張と一致しない。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 53 年８月に払い出されてお



 

  

り、申立人は、継続して同一市内に居住しており、別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間①の国民年金保険料については、初めの数回

は、市役所の窓口で納付し、その後は、自宅に来ていた集金人に納付してい

た、また、申立期間②及び③の保険料については、自宅に来た集金人に昭和

50 年４月及び同年５月の保険料を一緒に納付し、その後は、毎月、自宅に来

た集金人に納付していたと主張しているが、ⅰ）申立人の国民年金の被保険

者資格取得時期は、同年同月であることが、申立人の特殊台帳及び収納状況

一覧表により確認できる上、オンライン記録でも、申立人が、申立期間①及

び②当時に、国民年金に加入していた形跡は見当たらないことから、当該期

間は、国民年金の未加入期間で、保険料を納付することができない期間であ

る、ⅱ）申立人の国民年金の加入手続が行われたと推認できる 53 年９月の時

点では、申立期間③は、時効により保険料を納付することができない期間で

ある。 

   加えて、申立人が納付したとする金額は、申立期間①、②及び③当時の国

民年金保険料額と相違している上、申立人が当該期間の国民年金保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6451 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年５月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年５月から 50年３月まで 

    私の夫は、私たちが結婚した昭和 46 年５月に、区役所で夫婦二人の国民

健康保険の加入手続を行った際、区役所の職員から国民年金にも加入する

ように言われ、夫は既に国民年金に加入していたので、私の国民年金の加

入手続を行った。申立期間の国民年金保険料については、私が、夫婦二人

分を一緒に納付していた。申立期間の夫の保険料は納付済みであるにもか

かわらず、私のみが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、結婚した昭和 46 年５月に、その夫が区役所で申立人の国民年金

の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料については、申立人が夫婦二

人分を一緒に納付していたと主張しているが、申立人は、申立期間の保険料

の納付場所及び納付金額についての記憶が曖昧であることから、申立期間当

時の保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人及びその夫は、昭和 50 年 10 月にＡ市からＢ市へ転居してい

るところ、Ｂ市の国民年金被保険者名簿によると、申立人は同年４月から 51

年３月までの国民年金保険料をＡ市で納付し、Ｂ市での保険料納付を同年４

月から開始しているが、その夫は、50 年４月から同年９月までの保険料をＡ

市で納付し、Ｂ市での保険料納付を同年 10 月から開始していることが確認で

き、昭和 50 年度における夫婦の保険料の納付行動が異なっていることから、

申立内容と一致しない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料について、申立人の夫の特殊台帳には、

申立期間の保険料の納付月まで詳細に記載されているものの、申立人の特殊

台帳には、保険料が納付されていたことをうかがわせる形跡は見当たらない。 



 

  

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6452 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年６月から９年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年６月から９年３月まで 

    私は、20 歳になる１か月前の平成６年＊月頃、国民年金の加入申込用紙

が送られてきたので、母親がその用紙に記入して返送した記憶がある。そ

の用紙がどこから送られてきたか、どのような内容だったかまでは憶
おぼ

えて

いない。 

    申立期間当時、私は専門学校の学生であったため、母親に国民年金保険

料を納付してもらっていた。母親の記憶によると、平成６年６月から７年

８月までの保険料は、送られてきた納付書により、金融機関で納付し、同

年９月からの保険料は、毎月、月末に自宅を訪ねてきていた国民年金の集

金人に、姉の保険料と一緒に納付していた。 

    申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成６年＊月頃、その母親が、郵送されてきた国民年金の加入

申込用紙を返送し、国民年金の加入手続を行ったと述べているが、申立人の

基礎年金番号の付番年月日は９年４月 18 日であること、及び申立人が居住し

ている区の国民年金被保険者名簿の異動年月日欄には、同年５月９日と記載

されていることから、申立人の国民年金の加入手続は、同年４月又は同年５

月頃に行われたと推認され、申立人が主張する国民年金の加入手続の時期と

一致しない。ちなみに、申立人が所持している年金手帳の交付年月日欄にも、

同年４月 18日と記載されている。 

   また、申立人の国民年金の加入手続時期は平成９年４月又は同年５月頃と

推認されるため、申立人が述べる方法で申立期間の国民年金保険料を納付す

るには、国民年金手帳記号番号が払い出される必要があるが、申立人の手帳



 

  

記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

   さらに、上記のとおり、申立人の国民年金の加入手続時期は、平成９年１

月の基礎年金番号の導入後の時期であり、同番号に基づき、国民年金保険料

の収納事務の電算化が図られていた状況下において、公的年金に係る記録管

理が適切に行われていなかったとは考えにくい。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6453 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14 年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年４月 

    私は、平成 14 年３月に勤務先を退職後、時期は定かではないが、町役場

で、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行った。 

    申立期間の国民年金保険料については、平成 14 年６月頃、私が、申立期

間の前月である同年３月の保険料とは別に、町役場で、納付書に現金を添

えて納付したと思う。 

    私は、国民年金保険料を納付したにもかかわらず、未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 14 年３月に勤務先を退職後、町役場で厚生年金保険から国

民年金への切替手続を行い、申立期間の国民年金保険料については、同年６

月頃、同町役場で納付書に現金を添えて納付したと思うと述べている。しか

し、この当時、保険料の収納事務が国に一元化されたため、町役場で保険料

を納付することはできないことに加え、当該期間の保険料納付についての記

憶は曖昧であり、考えられる納付時期、納付場所、納付方法を申立書に記載

したと述べるにとどまっているなど、保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立期間は、平成９年１月の基礎年金番号導入後の期間であり、同

番号に基づき、国民年金保険料の収納事務の電算化が図られていたことに加

え、当該期間は、14 年４月に保険料の収納事務が国に一元化され、事務処理

の機械化が一層促進された後の期間でもあることから、当該期間の記録管理

が適切に行われていなかったとは考え難い。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付



 

  

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6454 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年 12 月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年 12月 

    私は、平成８年 12 月に、転職先が決まり転居した。同年同月、当時居住

した区の区役所で転出の届出を行った際、窓口の職員に、国民年金保険料

を納付しなくてはならないと指摘されたため、その場で所持金の中から、

１万 7,000円から１万 8,000円ぐらいを納付したと思う。 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付したにもかかわらず、未納とさ

れていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成８年 12 月に、当時居住した区で転出手続を行った際、窓口

の職員に、国民年金保険料を納付しなくてはならないと指摘されたため、所

持金の中から１万 7,000 円から１万 8,000 円ぐらいを納付したと思うと述べ

ている。しかし、申立人が現在所持する複数の年金手帳のいずれにも、申立

期間に申立人が国民年金の被保険者とされていたことをうかがわせる記載は

見当たらず、これら複数の年金手帳からは、当該期間当時、申立人が国民年

金の加入手続を行ったと考えることは難しい。また、申立人が、現在所持す

る年金手帳以外にも年金手帳の交付を受けたことがあったかもしれないと述

べたため、当該期間当時、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出されてい

ないか確認したが、申立人に対して手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情は見当たらず、その形跡も無く、オンライン記録においても、

当該期間は国民年金の未加入期間である。 

   また、申立人が区役所で納付したとする１万 7,000 円から１万 8,000 円ぐ

らいという国民年金保険料額は、申立期間当時の１か月の保険料額と近似す

る金額ではなく、申立人も、当該１万 7,000 円から１万 8,000 円ぐらい納付



 

  

したとする金額の全部又は一部が国民年金保険料であったかについても不明

であるとするなど、当該期間の保険料の納付状況が不明である。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6455 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年６月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年６月から 51年３月まで 

    私は、昭和 50 年 12 月に勤務先を退職したことを契機に、同年同月又は

51 年１月に市役所で国民年金の加入手続を行った。加入手続を行った際、

市役所の職員に、共済組合から退職一時金が支給されたことを伝えたとこ

ろ、「国民年金保険料を 20 歳まで遡って納付してください。」と説明され

たため、市役所又は金融機関で、退職一時金の中から 10 万円から 20 万円

を遡ってまとめて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 50 年 12 月に勤務先を退職したことを契機に、同年同月又

は 51 年１月に市役所で国民年金の加入手続を行い、支給された退職一時金の

中から申立期間の国民年金保険料を遡ってまとめて納付したと主張している

ところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、同年同月に払い出され、同年同

月 29 日に退職一時金が申立人に支給されていることが確認できるものの、支

給された退職一時金の中から申立期間の保険料を納付したとする申立人の主

張から、申立人の主張する保険料の納付時期は同年同月以降と推認でき、そ

の時点において、申立期間のうち、46 年６月から 48 年９月までの期間は時

効により保険料を納付することができない期間である上、第２回特例納付は

50 年 12 月に終了していることから、申立期間全ての保険料を遡ってまとめ

て納付することはできない。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、市役所又は金融機

関で 10 万円から 20 万円を遡ってまとめて納付したと主張しているが、市役

所では過年度保険料を納付することはできない上、申立人が納付したとする



 

  

保険料額は、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 51 年１月の

時点において、過年度納付及び現年度納付により納付することができる 48 年

10 月から 50 年 12 月までの保険料を実際に納付した場合の保険料額と大きく

乖
かい

離している。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6456 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年 11月から 56年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年 11月から 56年８月まで 

    私は、国民年金の加入手続について、その時期などを具体的には憶
おぼ

えて

いない。また、私は、年金手帳を１冊所持しているが、いつ発行されたも

のなのか記憶に無い。 

    申立期間の国民年金保険料については、私は、昭和 54年 11月から 55年

６月頃まで外国に行っており、帰国後もしばらく保険料を納付していなか

ったため、56 年の秋頃、父親から勧められ、父親と一緒に区役所に行き遡

って納付したと思う。私も父親も、保険料の納付方法、納付金額及び納付

した月数を憶
おぼ

えていないが、区役所に行ったことを憶
おぼ

えているので保険料

を納付したはずであり、申立期間の保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、帰国後の昭和 56 年秋頃、それまで国民年金保険料を納付してい

なかったので、その父親に勧められ、父親と一緒に区役所に行き、申立期間

の保険料を納付したと述べているが、申立人及びその父親は、保険料の納付

方法、納付金額及び納付した月数を憶
おぼ

えておらず、保険料納付の前提となる

国民年金の加入手続についても憶
おぼ

えていないとしており、国民年金の加入手

続及び当該期間の保険料の納付状況は不明である。 

   また、オンライン記録において、平成 18 年 11 月に、申立人の国民年金の

被保険者資格取得日が、昭和 54 年 10 月 25 日から同年 11 月１日に訂正され

ていることが確認でき、現在、同年同月とされている国民年金の被保険者期

間の始期は、申立期間当時は同年 10 月とされていたと考えるのが合理的で、

申立人が 56 年の秋頃遡って保険料を納付したのであれば、申立期間のほか、



 

  

54 年 10 月の保険料を納付することができたにもかかわらず、同年同月につ

いて保険料を納付したとの主張が無いのは不自然である。 

   さらに、前述したオンライン記録の訂正は、申立人が、昭和 54 年 10 月は

厚生年金保険の被保険者であったことを理由に行われており、申立人が申立

期間の国民年金保険料を納付していたのであれば、同年同月の国民年金保険

料は、厚生年金保険の保険料との重複納付のため申立人に還付されるはずで

あるが、還付が行われた形跡は見当たらない。 

   加えて、申立人及びその父親は、「国民年金保険料をどこで納付したか定

かではないが、区役所に行ったことは憶
おぼ

えている。」と述べてはいるものの、

昭和 56 年秋頃には、申立期間のうち一部の期間の保険料は区役所で納付する

ことができないなど、「区役所へ行ったことを憶
おぼ

えている。」との主張のみ

をもって、申立人が当該期間の保険料を納付したとまで考えることは難しい。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6457 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年４月から 44 年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月から 44年４月まで 

    私が大学生としてＡ市に居住していた昭和 35 年頃、住民票のあったＢ区

で、母親が、私の国民年金の加入手続を行った。その後、39 年に結婚し、

Ｃ市に転居後、国民年金保険料を納付しておいた方がよいと考えたため、

私が、同市の支所で保険料を納付するための手続を行った。 

    申立期間の国民年金保険料は、２、３か月ごとに同市の支所で納付して

いたにもかかわらず、未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｃ市に転居後、同市の支所において国民年金保険料を納付する

ための手続を行ったとしているが、申立人の所持する国民年金手帳及び国民

年金手帳記号番号払出簿によると、申立人は、同市において、昭和 44 年５月

16 日に任意加入被保険者として国民年金の被保険者資格を取得しており、同

日に国民年金の加入手続を行い、国民年金手帳記号番号が付与されたと考え

られるところ、任意加入被保険者は、制度上、加入手続日より前に遡って国

民年金に加入することも、保険料を納付することもできないことから、申立

人が同市において申立期間の保険料を納付するためには、同市において別の

手帳記号番号が払い出されている必要がある。しかし、申立人は、同市で交

付された国民年金手帳は１冊だけであると述べており、39 年４月から 51 年

７月まで継続して同市内に居住していた申立人に同市で別の手帳記号番号が

払い出されたとは考えにくく、その形跡も無い。 

   また、申立人には、昭和 36 年１月に、Ｂ区で、別の国民年金手帳記号番号

が払い出されたことが確認できるものの、同手帳記号番号に係る申立人の旧

姓が結婚後の姓に変更され、申立人の基礎年金番号に統合されたのは平成 22



 

  

年３月であることから、申立期間当時、申立人が同手帳記号番号で国民年金

再加入手続を行ったとは考えられない。 

   さらに、申立期間当時の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に

ついての申立人の記憶は曖昧であり、申立人が申立期間の保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判 

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6458 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年６月から 44 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年６月から 44年９月まで 

    私は、当時住んでいた社宅で国民年金に加入していた方から紹介され、

国民年金を掛け始めた。加入手続は、昭和 42 年頃から 43 年頃に、自分か

ら社宅(紹介者宅)に来ていた集金人に行い、国民年金保険料を支払い領収

書を受け取った。年金手帳については、交付されなかった。保険料は、毎

月又は２か月ごとで 100 円単位(数百数十円）と記憶しているが確かではな

い。納付については、社宅に来ていた集金人に直接自分で支払いその場で

領収書が発行されたが、現在は所持していない。当時は、国民年金手帳が

無く、領収書だけだった。領収書については、厚生年金手帳と合併の時点

で処分した。 

    以上、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付について詳細に記

憶しているのに、申立期間が未加入とされ保険料が未納とされていること

に納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時住んでいた社宅で、既に、国民年金に加入してい

た方の紹介で、自宅に訪れた集金人に、加入手続を行い、国民年金保険料を

支払い領収書を受け取ったと主張しているが、申立期間当時居住していた市

において、申立期間当時の国民年金加入手続を集金人が取り扱うことができ

ない上、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

形跡は見当たらない。 

   また、申立人は、国民年金保険料は定期的に訪れた集金人に支払い、領収

書が発行され保管していたが、国民年金手帳は交付されなかったと主張して

いるところ、申立期間当時居住していた市における申立期間当時の保険料の



 

  

徴収方法は印紙検認方式で領収書の発行は無く、印紙を貼付する国民年金手

帳は必ず必要であったため申立人の主張と一致しない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6459 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年 12月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月から 50年３月まで 

    私は、高校卒業後、実家で働き始めた。国民年金の加入手続は、いつ行

ったのか不明であるが、母親が行い、集金人が来ると母親が私と姉の二人

分の国民年金保険料を納付していた。また、私は、昭和 40 年代に「私の分

の国民年金はお金がもったいないから納付しなくてもよいのではない

か。」と母親に問いかけた際に、母親が「将来必要だと思うから納付して

おく。」と答えていた記憶がある。姉の保険料は納付済みとされているの

に、私の保険料が未納とされているのは納得いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母親が、明確な時期は不明ではあるものの申立人の国民年

金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張して

いるが、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に直接

関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付してい

たとするその母親は、既に他界していることから、国民年金の加入状況及び

保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人の加入手続時期は、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の

番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取得日から、昭和 50 年４

月頃と推認でき、申立人が主張する加入手続の時期と相違している上、申立

人は、申立期間当初から手帳記号番号の払出時期を通じて同一市内に居住し

ており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見

当たらない。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続時期と推認される昭和 50 年４月頃の

時点において、申立期間の国民年金保険料を納付するには、申立期間のうち



 

  

44 年 12 月から 48 年２月までは時効に係るため納付できない上、同年３月以

降は、過年度納付等により遡って納付するほかないが、申立人が当該期間の

保険料を納付したとする集金人には、制度上、過年度納付等により遡って納

付することができない。 

   加えて、申立人に対し、国民年金の加入手続後に交付された年金手帳は、

現在所持しているオレンジ色の手帳であり、昭和 49 年 11 月から使用が開始

されたもので、申立人が国民年金の加入手続を行ったとする時期には使用さ

れていなかった。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6460（事案 5162の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年４月から 41 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月から 41年８月まで 

    私は、昭和 38 年４月に市役所の支所で婚姻届を提出した際、併せて国民

年金の加入手続を行った。申立期間の国民年金保険料については、私が自

宅に来た集金人に納付していた。前回、申立てを行ったが、記録の訂正は

認められなかったことに納得できないため、私の友人３名の年金手帳を新

たな資料として提出し、再申立てを行う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 38 年４月に市役所の支所で国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人の年金手

帳及びオンライン記録によると、申立人は 41 年９月に国民年金に任意加入し

ていることが確認できることから、申立期間は国民年金の未加入期間で保険

料を納付することができない期間である上、申立人は結婚後から現在まで同

一市内に居住しており、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡も見当たらないことなどから、申立人が申立期間の保険料を納付してい

たものと認めることはできないとして、既に当委員会の決定に基づき、平成

23 年２月９日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てに当たり申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す資料として、新たにその友人３名の年金手帳を当委員会に提出

し、友人の年金手帳に押されている印と同様の印が、過去に社会保険事務所

（当時）に回収された申立人の手帳にも押されているはずであると主張して

いるが、これは、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められ

ず、申立人に対して、昭和 41 年９月に払い出されている国民年金手帳記号番

号とは別に申立期間に係る手帳記号番号が払い出されていなかったか、再度



 

  

調査を行ったが、別の手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらなかった。 

   そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこ

とから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6461 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54年４月から 57年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から 57年 11月まで 

    私は、昭和 53 年８月に父の店を継ぎ、20 歳になり市民の義務だと思い

国民年金に加入した。当時、区役所年金課の 40 歳前後の女性が毎月一度集

金に来ており、店のレジから両親の分と合わせて国民年金保険料を支払い、

領収印のある半券を受け取っていたので、申立期間が未加入で保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になり市民の義務だと思い国民年金に加入し、毎月一度集

金人が来た際、店のレジにいた申立人自身又は両親が申立期間の国民年金保

険料を支払っていたと主張しているが、申立人は国民年金の加入手続に直接

関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行ったとするその父親は既

に他界していることから、申立期間当時の国民年金の加入状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の資格取得日から、

昭和 57 年 10 月頃と推認でき、その時点において、申立期間のうち、54 年４

月から 56 年３月までの期間の大半は、時効により国民年金保険料を納付する

ことができない期間である上、申立人は申立期間当初から同一市内に居住し

ており、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も無

い。 

   さらに、申立人は申立期間のうち、未納期間となっている昭和 56 年４月か

ら 57 年 11 月までの期間については、毎月一度集金人が来た際、その両親の

国民年金保険料と一緒に現金で支払っていたと主張しているが、その当時、

集金人による徴収は２か月に一度の年６回の収納方法である上、加入手続が



 

  

行われたと推認できる同年 10 月頃時点では、56 年４月から 57 年３月までは

過年度保険料となるところ、過年度保険料の支払いは、社会保険事務所(当

時)又は金融機関で納付する方法しか行っておらず、申立人の主張と一致しな

い。 

   加えて、申立人が納付したとする金額は、申立期間当時の国民年金保険料

額と相違している上、母親は保険料納付についてよく覚えていないと述べて

おり、申立期間における保険料の納付状況は不明である。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6462 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年３月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年３月から 63年３月まで 

    申立期間当時は大学生であった私が昭和 60 年２月か同年３月頃に、当時、

自宅兼店舗に毎月集金に来る銀行員か何かの人が、店のレジ前で父親と話

している時に呼び出され、父親に「今は学生だが、年金の支払いはどうす

るか。」と確認された。「支払っておけば、いずれ返ってくるから。」と

父親が支払う事を決めた。父親が国民年金の加入手続や保険料の納付をし

てくれたはずなので、申立期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当時は大学生であり、昭和 60 年２月か同年３月頃に、その父親

が申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと主

張しているが、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与

しておらず、加入手続等を行ったとするその父親は既に他界していることか

ら、申立人の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

   また、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡が無いことから、

申立期間は国民年金の任意の未加入期間となり、国民年金保険料を納付する

ことができない期間となる。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6463 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年８月から 58年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年８月から 58年 11月まで 

    私は、20 歳になってから父親から私の国民年金の加入手続を父親が行い、

国民年金保険料は父親の保険料と合わせて納付すると言われた。昭和 58 年

12 月に自営業のＡ店をやめ、Ｂ業を始める時に父親にこれからは自分で納

付するように言われ、現在所持する年金手帳を渡された。父親の保険料は

納付済みとなっているが、私の申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父親が昭和 46 年＊月に申立人の国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、申立人は、国

民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に直接関与しておらず、申立

人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとするその父親は、

既に死亡していることから、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不

明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被保険者の被保険者資格取

得日から、昭和 58 年 12 月と推認でき、申立人の主張する時期と一致しない。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続が行われたと推認される昭和 58 年

12 月の時点において、申立期間の大半は、時効により国民年金保険料を納付

することができない期間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   加えて、申立人は、父親から受け取った年金手帳は現在所持しているオレ

ンジ色の１冊だけであると述べているが、同色の年金手帳は、昭和 49 年 11



 

  

月から使用が開始されたもので、申立人が国民年金の加入手続を行ったとす

る 46年＊月には使用されていなかった。 

   その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6464 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年４月から平成元年３月まで 

    私は、時期は覚えていないが、母親に頼んで、母親が市役所の行政セン

ターで国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料の納付額は覚えてい

ないが、私が母親に申立期間の保険料を何回かに分けて生活費と一緒に渡

し、母親が同行政センターで、遡って納付した。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金保険料の納付額は覚えていないが、自身が母親に申立

期間の保険料を何回かに分けて生活費と一緒に渡し、母親が市役所の行政セ

ンターで、遡って納付したと主張しているが、申立人自身は、保険料の納付

に直接関与しておらず、申立人の保険料を納付したとするその母親は、申立

人の保険料を納付した記憶はあるものの、保険料の納付期間、納付時期及び

納付金額についての記憶が定かではないことから、申立期間の保険料の納付

状況は不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、国民年金手帳交付

簿及び申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与された任意加入被

保険者の被保険者資格取得日から、平成２年２月又は同年３月頃と推認され、

申立人が主張する加入手続の時期と相違している上、申立人は、申立期間当

初から手帳記号番号の払出時期を通じて同一市内に居住しており、別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人の国民年金の加入手続時期と推認される平成２年２月又は

同年３月頃の時点において、申立期間の国民年金保険料を納付するには、過

年度納付するほかないが、母親が当該期間の保険料を納付したとする市役所



 

  

においては、過年度納付することはできない取扱いとなっていた。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7414 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 47 年９月頃から同年 12 月頃まで 

    私は、昭和 47 年８月にＡ社を退職後、それほど間を空けずにＢ社に

入社した。当時、新聞に求人広告が載っており、それを見て応募したこ

とを覚えている。 

    当時、私は、Ｃ商品を販売する仕事をしていた。販売成績は良かった

のだが、体調を崩したため数箇月で退職した。 

    厚生年金保険の記録では、申立期間が被保険者期間となっていない上、

昭和 47 年 10 月 20 日に脱退手当金が支給されたことになっているが、

当時はＢ社に勤務しており、脱退手当金をもらう理由が無い。脱退手当

金をもらっていないことを証明するためにも、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ社における当時の業務内容等について具体的に記憶してい

るが、同社の複数の同僚に照会したものの、申立人が行っていたとする販

売方法について知っている者はおらず、申立人が、申立期間において同社

に勤務していたことを確認できる具体的な供述を得ることはできなかった。 

   また、上記の同僚のうちの１名は、「当時、会社の制度として試用期間

を設けていたのかどうかは分からないが、短期間しか勤務しなかった社員

は、厚生年金保険に加入していなかったのではないか。」と供述している。 

   さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

期間に資格取得している被保険者の中に申立人の名前は無く、整理番号に

欠番も無い上、健康保険組合及び厚生年金基金の記録においても申立人の

名前は確認できない。 



   加えて、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同

社の関連会社であるＤ社に照会したものの、「当時の資料は保管していな

い。」と回答しており、申立人に係る人事記録及び給与関係書類を確認す

ることができない上、申立人も、申立期間における勤務実態及び厚生年金

保険料の控除を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7415（事案 741 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年２月 21 日から同年６月 26 日まで 

             ② 昭和 41 年８月 12 日から 42 年２月 16 日まで 

             ③ 昭和 42 年２月 20 日から 45 年６月 30 日まで 

             ④ 昭和 46 年 10 月 21 日から 47 年２月 21 日まで 

             ⑤ 昭和 47 年６月１日から同年８月 29 日まで 

    申立期間について、脱退手当金が支給されたことになっているという

ことだが、私がＡ社を辞めたのは結婚のためではなかったし、まだ働く

つもりでいたので、脱退手当金をもらう理由が無い。 

    前回の申立ては認められないとのことだったが、私は、断じて脱退手

当金をもらっていない。Ａ社を辞めた後、すぐに勤務した会社の名前を

思い出したので、同社に勤務した期間について別の申立てをした。 

    脱退手当金が支給されたとする日を含む期間において厚生年金保険の

被保険者だったと認められれば、脱退手当金をもらっていないことも認

めてもらえると思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人の厚生年金保険被保険者期間

の被保険者記号番号は、申立期間である５回の被保険者期間は同一の番号

で管理されているが、脱退手当金が支給された後の被保険者期間は別の番

号となっていることから、脱退手当金を受給したために番号が異なってい

るものと考えるのが自然である上、申立人の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿には脱退手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえないことから、既に当委員会の決定

に基づく平成 21 年３月 30 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知



が行われている。 

   今回、申立人は、脱退手当金が支給されたとする日を含む昭和 47 年９

月頃から同年 12 月頃までの期間について、既に別の会社に勤務しており、

厚生年金保険の被保険者だったはずであるとして、第三者委員会に対して

申立てをしている。 

   しかし、当該申立てについては、当委員会における調査及び審議の結果、

申立人が当該期間に勤務していたことを確認できる具体的な供述を得るこ

とはできず、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできないとする判断となったことから、こ

れは委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められない。 

   なお、申立人は、「私は、会社からお金を受け取っていないし、社会保

険事務所（当時）にも行っていない。当時、脱退手当金の支給を銀行振込

によって行っていたのなら、私の銀行口座を調査すれば、脱退手当金が支

払われていないことが分かるのではないか。」と調査を求めているが、日

本年金機構Ｂ事務センターに照会したものの、昭和 47 年当時、Ｃ社会保

険事務所（当時）において、脱退手当金の支給が銀行振込によって行われ

ていたことを確認することはできなかった。 

   ところで、年金記録確認第三者委員会は、「年金記録に係る申立てに対

するあっせんに当たっての基本方針」（平成 19 年７月 10 日総務大臣決

定）に基づき、公正な判断を示すこととしており、判断の基準は、「申立

ての内容が、社会通念に照らし『明らかに不合理でなく、一応確からしい

こと』」とされている。 

   脱退手当金の申立事案は、年金の記録には脱退手当金が支給されたこと

になっているが申立人は脱退手当金を受け取っていないというものである。 

   脱退手当金が支給される場合は、所定の書面等による手続が必要とされ

ているが、本事案では保存期間が経過してこれらの書面等は現存していな

い。それゆえ、脱退手当金の支給を直接証明づけられる資料が無い下で、

年金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な矛盾が存しない

か、脱退手当金を受け取っていないことをうかがわせる事情が無いかなど

いわゆる周辺の事情から考慮しなければならない事案である。 

   本事案では、年金の記録の真実性を疑わせるような記録内容の不自然な

矛盾は見当たらず、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には脱退

手当金の支給を意味する「脱」の表示が記されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない上、申立期間の５回の被保険者期間は同一の

番号で管理されているにもかかわらず、申立期間後の被保険者期間は別の

番号となっていることから、脱退手当金を受給したために番号が異なって

いるものと考えるのが自然であるなどから、むしろ脱退手当金が支給され

ていることをうかがわせる周辺事情が存在し、一方で申立人が脱退手当金



を受け取っていないことをうかがわせる周辺事情が見当たらない。 

   したがって、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないも

のと認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7416 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年２月１日から４年２月 29 日まで 

    私の年金記録を確認したところ、申立期間の標準報酬月額が 53 万円

から 20 万円に引き下げられているが、保管している申立期間の一部期

間に係る給与台帳でも標準報酬月額 53 万円に相当する厚生年金保険料

が控除されていることは事実であるので、申立期間の標準報酬月額の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間に係る厚生年

金保険の標準報酬月額は、当初、53 万円と記録されていたところ、同社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成４年２月 29 日以降の同年

４月 17 日付けで、遡って 20 万円に訂正されていることが確認できる。 

   しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本から、申立人は申立期間にお

いて代表取締役であったことが確認できる。 

   また、申立人は、「事業所のことは全て把握していた。代表者印も最後

まで自身で保管していた。」と述べている上、元従業員も、「事業所の手

続は全て事業主を通して行われていた。代表者印は事業主が保管しており、

ほかの者は触ることもできなかった。」と供述していることを踏まえると、

申立人が当該訂正処理に関与していなかったとは考え難い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

Ａ社の代表取締役であった申立人が自らの標準報酬月額に係る記録訂正に

関与しながら、当該標準報酬月額の訂正処理が有効なものではないと主張

することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係

る記録の訂正を認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7417 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19 年６月１日から同年 10 月１日まで 

    Ａ社に係る夫の厚生年金保険被保険者資格取得日は、昭和 19 年 10 月

１日となっているが、夫は事務職ではなく、工場内で油まみれになって

仕事をしていた。年金の期間については、Ｂ社（現在は、Ｃ社）を退職

後に同社Ｄ事業所長名で証明書が発行されており、資格取得日は同年６

月１日であると記載されている。また、Ｅ社会保険事務所（当時）によ

る厚生年金保険被保険者記録事項の回答書もあるので、調査の上、記録

を訂正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社が保管していた申立人の人事記録により、申立人が申立期間にＡ社

に勤務していたことは確認できる。 

   また、Ａ社の厚生年金保険被保険者台帳及び健康保険厚生年金保険被保

険者名簿によると、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得日は、昭和

19 年８月１日であることが確認できる。 

   しかし、上記台帳及び被保険者名簿における申立人の氏名欄には、厚生

年金保険法（昭和 19 年２月 16 日法律第 21 号）が昭和 19 年６月１日に施

行され、被保険者の適用範囲が拡大されたことに伴い、新たに被保険者と

なったことを表す「改」の表示が確認できる。 

   また、申立人が提出したＥ社会保険事務所発行の「厚生年金保険被保険

者記録事項の照会について」の回答書（以下「照会回答書」という。）の

写しには、Ａ社での被保険者資格の取得日について、昭和 19 年８月１日



と記載されていることから、申立人は、これを根拠資料として少なくとも

資格取得日は同日であったと主張しているが、日本年金機構Ｆ事務センタ

ーは、申立人の資格取得日は、上記台帳及び被保険者名簿により同年 10

月１日であるとした上で、当該照会回答書について、同年２月の法律改正

により新たに適用を受けた被保険者については通常は「昭和 19 年 10 月１

日」と記載したと思われるが、照会者が同年 10 月１日以前の日付で資格

取得と照会してきた場合や、厚生年金保険被保険者証を添付してきた場合

には名簿や払出簿の資格取得年月日（19 年６月１日から同年９月 30 日ま

での期間）で記載し、照会回答書の余白に「昭和 19 年６月１日から同年

９月 30 日までの期間については、法律実施の準備期間のため被保険者期

間には参入されません。」のゴム印を押し回答するケースもあったことか

ら、当該照会回答書については、ゴム印の押し漏れではないかと思われる

旨を回答している。 

   さらに、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用及び厚生年金保険

料の控除の状況、Ｂ社Ｄ事業所長名の「厚生年金の資格取得及び資格喪失

に関する証明書」に記載してある申立人の資格取得日（昭和 19 年６月１

日）の根拠についてＣ社に照会したところ、事業主は当時の資料が無いこ

とから不明である旨回答しており、同社が保管している申立人の人事記録

からは、申立人が 19 年 10 月１日以前の期間について、労働者年金保険法

による被保険者として取り扱われていたかどうかについて確認することが

できなかった。 

   このほか、申立人が申立期間に係る労働者年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が労働者年金保険被保険者として、申立期間に係る労働者年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7418 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25 年５月 31 日から 26 年２月１日まで 

             ② 昭和 28 年８月 13 日から 29 年８月 16 日まで 

             ③ 昭和 29 年 12 月 19 日から 30 年７月 12 日まで 

    私は、昭和 24 年９月１日から 26 日１月 31 日までＡ社（現在は、Ｂ

社）Ｃ支店に勤務していたが、申立期間①が厚生年金保険被保険者期間

となっていない。当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

    また、昭和 27 年 11 月１日から 30 年７月 11 日までＤ社に勤務したが、

申立期間②及び③が厚生年金保険被保険者期間となっていない。当該期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ｂ社は、申立人に係る資料は無いと回答しており、

申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について、

確認することができない。 

   また、申立人がＡ社Ｃ支店における同僚１名の姓を記憶していたため、

同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を調査したところ、同じ姓

の者を確認できたが、住所不明であるためこの者に照会できない上、当該

期間において同社Ｃ支店に係る厚生年金保険被保険者記録がある複数の者

に照会したが、申立人が当該期間に勤務していたことを記憶している者は

見当たらず、申立人の勤務実態及び保険料控除を確認できる証言は得られ

なかった。 

   申立期間②について、Ｄ社は、昭和 29 年 12 月 19 日に厚生年金保険の

適用事業所でなくなっている上、申立人が同様の業務に就いていた者とし



て氏名を挙げた、同社の役員であった１名及び当時のほかの役員も、既に

死亡又は住所不明のため、照会することができず、証言が得られない。 

   また、Ｄ社に係る閉鎖登記簿謄本により、申立人は、昭和 27 年 10 月

28 日から 28 年５月 27 日までは同社の取締役であり、29 年８月 13 日から

同社が解散するまでは同社の代表取締役であったことが確認できるところ、

申立人が役員でなかった期間と申立期間②はおおむね合致している。 

   さらに、当該期間においてＤ社に係る厚生年金保険被保険者記録がある

複数の者に照会したが、申立人の勤務実態及び保険料控除を確認できる証

言は得られなかった。 

   申立期間③について、前述のとおりＤ社は、昭和 29 年 12 月 19 日に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっており、当該期間においては厚生年金

保険の適用事業所となっていない。 

   また、昭和 29 年 12 月 19 日に厚生年金保険被保険者資格を喪失した申

立人以外の者は既に死亡又は住所不明のため、照会することができず、当

該期間に係る申立人の勤務実態及び保険料控除について証言を得ることは

できない。 

   このほか、申立期間①から③までについて、申立人の勤務実態及び厚生

年金保険料の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から③までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



神奈川厚生年金 事案 7419 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年 10 月１日から 43 年８月１日まで 

             ② 昭和 54 年 10 月１日から 55 年 10 月１日まで 

             ③ 昭和 61 年 10 月１日から 63 年 10 月１日まで 

             ④ 平成３年 10 月１日から８年 12 月 21 日まで 

    厚生年金保険の記録によると、私がＡ社に勤務していた期間のうち、

申立期間①から④までの標準報酬月額が、その直前の期間の標準報酬月

額と比べて低い額で記録されている。同社の在職期間において、給与額

が下がったことが無いので、調査の上、申立期間の標準報酬月額を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、｢Ａ社の在職期間において、給与額が下がったことが無い。｣

旨主張している。 

   しかしながら、Ａ社は、｢当時の賃金台帳や届出書等の資料は、保管期

限経過のため保管していない。｣と回答しており、申立期間における申立

人の主張する標準報酬月額に基づく報酬月額及び厚生年金保険料の控除額

を確認することができない。 

   また、申立人の申立期間における標準報酬月額の推移と同年代の複数の

同僚の申立期間における標準報酬月額の推移とを比較したところ、申立人

の標準報酬月額が不自然な推移となっている等の状況は見当たらない。 

   さらに、複数の同僚が、｢私の標準報酬月額は、Ａ社から実際に支給さ

れた給与額に見合っていると思う。｣と回答しており、給与額に比べて低

い額で記録されている旨の回答は無かった。 



   加えて、申立期間②から④までについては、Ａ社が加入しているＢ企業

年金基金が提出した申立人の加入員記録において、当該期間に係る標準報

酬月額は、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

   また、Ｂ企業年金基金の担当者は、｢申立人の標準報酬月額は、各申立

期間において、直前の期間より１等級下がっているが、残業が減ったこと

により、１等級下がることはある。｣と回答しているところ、申立人は、

申立期間③及び④について、当時、｢Ａ社の関連会社であるＣ社及びＤ社

に派遣勤務していた期間であり、派遣期間は、派遣先事業所の役職に就く

ことから、残業手当の支給対象外だった。｣と供述している。 

   このほか、申立期間①から④までについて、申立人の主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①から④までについて、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



神奈川厚生年金 事案 7420 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成３年１月１日から６年７月１日までの期間及び８

年 10 月１日から 10 年 10 月頃までの期間について、申立人は、厚生年金

保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

   申立期間のうち、平成６年７月１日から８年 10 月１日までの期間につ

いて、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   申立期間のうち、平成 13 年 10 月１日から 15 年８月１日までの期間に

ついて、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認める

ことはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年１月１日から６年７月１日まで 

             ② 平成６年７月１日から８年 10 月１日まで 

             ③ 平成８年 10 月１日から 10 年 10 月頃まで 

             ④ 平成 13 年 10 月１日から 15 年８月１日まで 

    厚生年金保険の記録によると、私がＡ社Ｂ国支社に勤務していた期間

のうち、申立期間①及び③が被保険者期間となっていない。また、申立

期間②の標準報酬月額は 20 万円と記録されているが、同社での給与額

は標準報酬月額 53 万円に相当する額であったと記憶している。 

    調査の上、申立期間①及び③を被保険者期間に、申立期間②の標準報

酬月額を 53 万円に訂正してほしい。 

    申立期間④については、私が代表取締役であったＣ社における標準報

酬月額は、当初 62 万円であったが、遡及して９万 8,000 円に訂正され

ている。当時、標準報酬月額 62 万円に見合った厚生年金保険料が給与

から控除されていたので、申立期間④の標準報酬月額を 62 万円に訂正

してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社の元役員から提出された同社の社員名簿（平



成５年５月 18 日発行）には、申立人の氏名及びＢ国内の住所が記載され

ていることから、申立人は、少なくとも平成５年５月当時、同社Ｂ国支社

に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってい

る上、事業主の連絡先も不明であり、申立人の勤務実態及び同社における

海外勤務者の厚生年金保険の取扱い並びに厚生年金保険料の控除を確認す

ることができない。 

   また、オンライン記録によると、申立人は、当該期間のうち、平成３年

１月１日から４年４月１日までの期間は国民年金に任意加入し、国民年金

保険料を現年度納付しているほか、申立人がＡ社Ｂ国支社において一緒に

勤務していたとして挙げた同僚１名についても、申立人と同じ期間に国民

年金保険料を現年度納付しており、当該期間においては、Ａ社に係る厚生

年金保険被保険者となっていないことが確認できる。 

   さらに、Ａ社が加入していたＤ厚生年金基金が提出した加入員記録から、

申立人の同基金における資格喪失日は、平成３年１月１日となっており、

オンライン記録と一致する。 

   また、申立人は、当該期間における厚生年金保険料の控除が確認できる

給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   申立期間②について、Ｅ健康保険組合の加入記録によると、申立人の同

健康保険組合における被保険期間及び標準報酬月額は、オンライン記録と

一致している。 

   また、オンライン記録において、申立人の当該期間に係る標準報酬月額

の記録が遡及して訂正されるなどの不自然な事務処理がなされた形跡は認

められなかった。 

   さらに、申立人は、当該期間における厚生年金保険料の控除が確認でき

る給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立期間②について、申立人が主張する標準報酬月額（53

万円）に見合う厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていた事

実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   申立期間③について、Ａ社の元役員が、｢同社Ｂ国支社は平成８年に閉



鎖している。｣と回答しており、申立人は 10 年 10 月頃まで同社に勤務し

ていたと主張しているものの、同社の退職日については記憶が曖昧であり、

当該期間における勤務実態が確認できない。 

   また、オンライン記録によると、申立人は、平成８年 10 月 31 日から

10 年 11 月１日まで国民年金に任意加入し、国民年金保険料を現年度納付

又は前納していることが確認できる。 

   さらに、Ｄ厚生年金基金の加入員記録によると、申立人は、平成８年

10 月１日に資格喪失しており、オンライン記録と一致している。 

   加えて、当該加入員記録によると、申立人は、Ｄ厚生年金基金における

資格喪失に伴い、退職一時金を請求し、平成８年 12 月 13 日に退職一時金

が支給されたことが確認できることから、申立人は、当該期間においてＡ

社の厚生年金保険被保険者ではなくなったことを認識していたことが認め

られる。 

   また、申立人は、当該期間における厚生年金保険料の控除が確認できる

給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   申立期間④について、オンライン記録において、申立人の当該期間に係

る標準報酬月額は、当初、平成 13 年 10 月から 14 年８月までは 62 万円、

同年９月から 15 年７月までは 59 万円と記録されていたところ、Ｃ社が厚

生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成 15 年８月１日）の後の同

年８月４日付けで、遡及して９万 8,000 円に引き下げられていることが確

認できる。 

   一方、商業登記簿謄本から、申立人が当該期間においてＣ社の代表取締

役であったことが確認できるところ、申立人は、｢当時、同社は厚生年金

保険料の滞納があった。社会保険事務所（当時）から滞納を解消するため

標準報酬月額を遡及して減額訂正する指示があり、これに同意し、私が印

鑑を押した。｣と供述していることから、申立人が当該標準報酬月額の遡

及訂正処理に同意していたと考えるのが自然である。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人はＣ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額に係る記録訂正に同意しながら、当該標準報酬月額の

減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立

人の当該期間における標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 



神奈川厚生年金 事案 7421（事案 5279 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年６月 16 日から 35 年２月１日まで 

             ② 昭和 37 年２月 15 日から 40 年２月１日まで 

    私は、昭和 30 年５月１日から 48 年４月末までの期間においてＡ社の

Ｃ業務担当者として勤務したが、申立期間①及び②が、厚生年金保険の

被保険者期間となっていない。私は同社を一旦退社した覚えは無く、継

続して勤務していたので、第三者委員会の判断には納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人は、Ａ社のＣ業務を行いながら、申立人の父

親が亡くなった昭和 30 年＊月＊日以降、父親が設立したＢ社のＣ業務も

手伝っていたと供述しており、Ａ社の代表者宅に勤務していた当時の従業

員も同様の証言をしていることから、同社とＢ社を掛け持ちで勤務してい

たものと推認できるところ、Ａ社の事業主は既に死亡しており、ほかに申

立期間当時の厚生年金保険料の控除について確認できる同僚や関係者もい

ない上、申立人の申立期間における保険料の控除を確認できる関連資料及

び周辺事情も見当たらないことから、既に当委員会の決定に基づき平成

23 年３月２日付けで、年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

   申立人は、今回、申立期間当時にＡ社に勤務していたとする新たな証拠

として「危険物取扱者免状」及び「整備管理者証」の写しを提出するとと

もに、当該期間当時の事情を知っている者として、５名の同僚等の氏名を

挙げている。 

   しかしながら、提出された「危険物取扱者免状」の発行年月日は、昭和

43 年 12 月 25 日であり、申立期間①及び②よりも後の時期である。 



   また、「整備管理者証」の「勤務した事業場」欄に、「自昭和 39 年 10

月Ａ社」と記載されていることから、申立期間②の一部期間において、同

社に勤務していたことがうかがわれるが、整備管理者は兼業が可能である

ことから、この資料だけでは、Ｂ社ではなくＡ社に主に勤務していたこと

を確認することができず、同社に係る厚生年金保険料の控除の有無も確認

できない。 

   さらに、申立人は、当時の事情を知っている者として挙げた５名の同僚

等のうち、２名は死亡しており、１名は申立期間②より後にＡ社に入社し

ていることから、当時の事情を確認することができず、残る２名について

は、当該同僚又は当該同僚の妻に聴取したが、申立人の申立期間①及び②

に係る厚生年金保険の加入状況及び保険料控除については分からないと回

答している。 

   なお、申立人の意見陳述において、申立人は、申立期間①の始期である

昭和 32 年６月 16 日から申立期間②の終期である 40 年２月１日までの期

間においてもＡ社に継続して勤務しており、Ｂ社には勤務しておらず、ま

た、同社の事業主にもなったことは無いと主張しているものの、同社に係

る事業所別被保険者名簿により、申立人は、35 年２月１日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得し、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た日である 37 年２月 15 日に同資格を喪失していることが確認できる上、

同年５月１日に新規適用事業所となっている同社の後継会社に係る被保険

者名簿において、新規適用と同時に当該後継会社の事業主となっているこ

とが確認でき、これらの記録はオンライン記録と一致している。 

   以上のことから、これらは、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな

事情とは認められず、そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情は見当たらないことから、申立人は申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



神奈川厚生年金 事案 7422 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年 10 月１日から 45 年８月１日まで 

             ② 昭和 62 年 10 月１日から 63 年９月１日まで 

             ③ 平成元年 10 月１日から２年９月１日まで 

    厚生年金保険の記録によると、私がＡ社に勤務していた期間のうち、

申立期間①から③までの標準報酬月額が、その直前の期間の標準報酬月

額と比べて低い額で記録されている。同社において、給与額が下がった

ことは無いので、調査の上、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に勤務していた期間において給与が下がったことが無い

にもかかわらず、申立期間①から③までにおける標準報酬月額が下がって

いるのはおかしいとして申し立てている。 

   しかしながら、Ａ社が提出した人事記録において、申立期間①のうち、

昭和 44 年 10 月１日から 45 年８月１日までの期間、申立期間②及び③に

おける標準報酬月額が記載されているところ、当該標準報酬月額は、オン

ライン記録と一致していることが確認できる。 

   また、オンライン記録から、申立期間①から③までにおいて、申立人が

自身と同じ職種であったとして名前を挙げた同僚６名の標準報酬月額は、

申立人と同額又はほぼ同額であることから、申立人の標準報酬月額のみが

同僚の取扱いと異なり低額であるという事情は見当たらない。 

   さらに、当該同僚６名のうち３名が、｢標準報酬月額は、Ａ社から支給

された給与額に見合っていると思う。｣と回答しており、標準報酬月額が



実際の給与額に比べて低額となっている旨の回答は無かった。 

   加えて、申立人のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオ

ンライン記録を見ても、申立人の標準報酬月額が遡及して訂正された形跡

は見当たらない。 

   また、Ａ社は、｢申立人の申立てどおりの届出及び保険料控除について

は不明。｣と回答している上、申立人も、厚生年金保険料の控除が確認で

きる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立期間①から③までについて、申立人が主張する標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①から③までについて、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



神奈川厚生年金 事案 7423（事案 4883 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年８月 26 日から同年 12 月 21 日まで 

    Ａ事業所（又はＢ事業所）で勤務した期間のうち、申立期間が厚生年

金保険の被保険者期間となっていない。前回の申立てにおいて、当該事

業所の名称はＣ事業所であったと述べたが、当該事業所の名称はＡ事業

所（又はＢ事業所）であったことを思い出した。当該事業所の名称がＣ

事業所に変わったのは、昭和 35 年１月１日であった。私は、32 年１月

９日からＤ事業所内のＥ職場に勤務したが、34 年８月 25 日に人員整理

により、解雇となった。しかし、Ｆ職場のマネージャーたちの計らいで、

同年８月 26 日からＡ事業所（又はＢ事業所）で勤務できることになり、

36 年 11 月５日まで同事業所に継続して勤務していた。申立期間につい

て、再度調査をして、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ事業所又はＢ事業所に係る申立てについては、申立人は、前

回の申立てにおいて、当該事業所の名称は、Ｃ事業所であるとして申立て

をしたところ、オンライン記録において、同事業所は厚生年金保険の適用

事業所となっておらず、申立人は申立期間の後に引き続き勤務したと述べ

ている昭和 34 年 12 月 21 日から 36 年 11 月６日までの期間は、Ｄ事業所

において厚生年金保険の被保険者となっていること、申立人がＣ事業所の

上司として名前を挙げた者はＤ事業所において厚生年金保険の被保険者と

なっていること、同氏は申立人のことを知っているものの、申立人の申立

期間に係る勤務実態については分からないと述べていること、Ｇ組織に勤

務していた従業員の労務管理事務を承継しているＨ事務所に対する申立人



の在籍確認においても、同事務所は申立人に係る在籍記録は確認できない

と回答していること、及びＤ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において、申立人は 32 年１月９日に厚生年金保険の被保険者資格を

取得し、34 年８月 26 日に同資格を喪失した後、同年 12 月 21 日に同資格

を再度取得し、36 年 11 月６日に同資格を喪失していることが確認できる

以外に申立期間に係る被保険者記録を確認できないことから、年金記録の

訂正は必要ないとして、既に当委員会の決定に基づき平成 22 年 12 月 22

日付けで通知が行われている。 

   今回の再申立てにおいて、申立人は、申立期間に勤務した事業所の名称

がＡ事業所又はＢ事業所であったことを思い出したと述べていることから、

改めてＨ事務所に、当該事業所に係る厚生年金保険の適用事業所の取扱い

及び申立人の在籍記録について照会したが、同事務所は、資料が保管され

ていないことから不明である旨回答しており、申立人の申立期間における

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、オンライン記録において、Ａ事業所又はＢ事業所は、いずれの名

称においても厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

   さらに、申立人は、Ａ事業所又はＢ事業所における同僚の名前を、姓の

みしか記憶しておらず、当該同僚を特定することができないことから、当

該事業所の同僚から申立てに係る証言を得ることができない上、雇用保険

被保険者記録照会結果においても、申立人の当該事業所での雇用保険加入

記録は確認できない。 

   このほか、申立人から保険料控除を示す新たな資料提出や周辺事情も無

く、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7424 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年３月１日から 58 年５月１日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間は、同社のＢ国の子

会社に出向し海外駐在員として勤務した。Ｂ国出向直前の本給は月額

21 万 7,000 円であったが、出向後は、同社から月額 46 万円以上の給与

が支給されていた。 

    私が個人的に記録していたＢ国駐在員として勤務していた期間の年間

平均給与額は 783 万円（平均賞与額 120 万円を含む。）であり、Ｂ国出

向前の給与よりも大幅に増額したことから、申立期間の標準報酬月額は

最高等級（昭和 54 年３月から 55 年９月までが 32 万円、同年 10 月から

58 年４月までが 41 万円）になるべきと思われるので、記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ｂ国駐在員として勤務していた申立期間に支給されていた報

酬月額は、最高等級の標準報酬月額に相当する金額であったと思われると

主張しているところ、事業主から提供された申立人に係る人事発令の記録

から、申立人は、申立期間にＢ国に出向し駐在員として勤務していたこと

が確認できる。 

   しかしながら、海外駐在員の報酬月額の取扱いについて、事業主は、

「当社では、海外勤務手当等で海外駐在員の給与が増額しても、社内等級

が同じ国内勤務者と同額の報酬月額を届け出ているので、海外駐在員だけ

高額な報酬月額を届け出るようなことはしていない。現在も同様であ

る。」と回答している。 



   また、Ａ社で海外駐在員として勤務したことのある同僚は、「海外在勤

者の給与は国内在勤者の給与よりも高額であったことは事実だが、海外駐

在員の報酬月額の取扱いについては、会社の回答のとおりであり、私が海

外駐在期間中に給与から控除されていた厚生年金保険料額に誤りは無

い。」と供述している。 

   さらに、Ａ社で海外駐在員として勤務したことのある複数の同僚の標準

報酬月額の記録を調査したところ、海外駐在勤務期間に係る標準報酬月額

が、直前の国内勤務期間に係る標準報酬月額と比較して、２等級を超えて

増減している期間は無いことが確認できる。 

   このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7425 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年４月１日から 51 年５月１日まで 

             ② 昭和 51 年５月 27 日から 52 年９月２日まで 

    平成 23 年５月、年金記録確認のために年金事務所へ行ったところ、

Ａ社で働いた申立期間①及びＢ社で働いた申立期間②が脱退手当金とし

て支給したことになっていることを知った。 

    Ｂ社は結婚のために退職したが、脱退手当金を受給した記憶が無いの

で、調査の上、申立期間①及び②について厚生年金保険の被保険者の記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受け取った記憶が無いと主張し

ている。 

   しかしながら、申立人の申立期間に係る脱退手当金の支払については、

Ｃ年金事務所が、その根拠となる脱退手当金裁定請求書、厚生年金保険脱

退手当金裁定伺等を保管しており、これらの書類に記載されている申立人

の被保険者期間、支給額及び支給決定日は、オンライン記録と一致する。 

   また、当該脱退手当金裁定請求書には、申立人の氏名、押印及び当時の

実家の住所が記載されていることから、当該脱退手当金に係る支払決定通

知書が同住所に送付されたものと考えられる上、脱退手当金裁定伺には、

脱退手当金の振込先金融機関として、同住所に近い郵便局名が記載されて

いるなど、申立人の意思に基づき脱退手当金が請求されたものと考えられ

る。 

   さらに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無い上、Ｂ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当



金が支給されたことを示す「脱」の表示が記されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

   加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに申立

期間に係る脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7426 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年７月 29 日から同年８月２日まで 

    私は、平成８年７月４日にＡ社に入社し、現在も在職している。しか

し、同社における厚生年金保険被保険者の資格取得日が同年８月２日と

なっており、申立期間が被保険者期間となっていないので、調査の上、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賃金台帳及び申立人から提出された給与明細書によ

り、申立人が申立期間において同社に勤務していたことは確認できる。 

   しかしながら、当該賃金台帳及び給与明細書によると、申立人の申立期

間における厚生年金保険料が給与から控除されていないことが確認できる。 

   また、Ａ社が加入しているＢ厚生年金基金及びＣ健康保険組合は、申立

人の資格取得日は、平成８年８月２日となっていると回答しており、オン

ライン記録とも一致している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7427 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年７月１日から 44 年８月 31 日まで 

    厚生年金保険の記録によると、Ａ社に勤務していた間、毎年、定期昇

給があり、給与が下がることは無かったにもかかわらず、昭和 40 年７

月に標準報酬月額が下がっているのはおかしいので、申立期間の厚生年

金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社において給与が減額になることは無かったにもかかわら

ず、厚生年金保険の標準報酬月額の記録が下がっているのはおかしいと述

べている。 

   しかし、Ａ社は「当時の賃金台帳等の資料が残っていないため不明であ

る。」と回答していることから、申立人の申立期間における厚生年金保険

料控除額について確認することができない。 

   また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における、申立人

の標準報酬月額の記録は遡って訂正された形跡は見当たらず、オンライン

記録とも一致する。 

   さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人と同日（昭和 37 年４月１日）に資格を取得し、40 年６月に厚生年金保

険被保険者資格のある 62 人について標準報酬月額の推移を確認したとこ

ろ、うち 50 人は、申立人と同様に、同年６月の月額変更により標準報酬

月額が増額改定された後、同年７月の月額変更により減額改定されており、

残り 12 人のうち９人が同年７月の月額変更においてのみ標準報酬月額が

減額改定されていることが確認できることから、申立人の標準報酬月額の



記録のみが不自然な取扱いであったという事情は見当たらない上、同時期

に資格を取得した者との同年８月以降の標準報酬月額の比較によっても、

申立人の標準報酬月額の記録のみが低額なものとなっている事情は見当た

らない。 

   加えて、申立人は申立期間において、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていた事実を確認でき

る給与明細書等の資料を所持しておらず、このほか、申立人の主張する標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除をうかがえる関連資料及び周辺

事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



神奈川厚生年金 事案 7428 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年 11 月２日から 38 年 11 月２日まで 

             ② 昭和 39 年４月 21 日から同年９月 21 日まで 

             ③ 昭和 42 年１月 21 日から 43 年１月頃まで 

    私は、Ａ社にＢ職として勤務した期間のうち、勤務の初めの申立期間

①の厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

    また、Ｃ社にＤ職として勤務した期間のうち、勤務の初めの申立期間

②の厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

    さらに、Ｅ社（現在は、Ｆ社）にＤ職として勤務した期間のうち、勤

務の終わりの申立期間③の厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

    申立期間当時の給料明細書は無いが、各社で厚生年金保険に加入して

いたのは間違いないと思うので、申立期間について、厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、当該期間当時にＡ社で勤務した従業員 23 名に、

申立人の勤務状況等について照会したが、申立期間①における申立人の勤

務実態について記憶している従業員はいなかった。 

   また、申立人は、Ａ社での先輩である同僚１名を記憶しているが、当該

同僚の厚生年金保険の資格取得日は昭和 38 年８月１日である上、申立人

と同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した同僚１名は入社時期と厚

生年金保険の資格取得日が一致していると述べている。 

   さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、事

業主は資料が保管されておらず勤務期間は不明と回答していることから、

申立人の申立期間①における勤務実態や保険料控除について確認すること



ができない。 

   加えて、申立人の申立期間①における厚生年金保険被保険者台帳記号番

号の払出日は昭和 38 年 12 月 12 日である。 

   申立期間②について、当該期間当時にＣ社で勤務した従業員 14 名に、

申立人の勤務状況等について照会したが、申立期間②における申立人の勤

務実態について記憶している従業員はいなかった。 

   また、申立人は、Ｇ新聞の求人広告によりＣ社に入社したと供述してい

るが、昭和 39 年４月の同新聞に同社の求人広告が確認できないものの、

同年９月 14 日発行の同新聞に同社の求人広告が確認できる。 

   さらに、Ｃ社グループの管理会社であるＨ社は、資料が保管されておら

ず、申立人の勤務期間を確認することができないと回答している。 

   加えて、申立人と同日に厚生年金保険被保険者資格を取得した記録が確

認できる同僚は 11 名おり、そのうち連絡が取れた同僚１名は、同日に入

社し厚生年金保険の加入記録と一致していると述べている。 

   申立期間③について、当該期間当時にＥ社で勤務した従業員 26 名に、

申立人の勤務状況等について照会したが、申立期間③における申立人の勤

務実態を記憶している従業員はいなかった。 

   また、Ｅ社は、資料が保管されておらず申立人の勤務期間を確認するこ

とができないと回答している。 

   さらに、申立人は、自身の退職後にＥ社は倒産したと供述しているとこ

ろ、事業主は、昭和 42 年５月＊日に倒産したと回答している上、複数の

従業員は同年６月頃に同社は倒産したと述べている。 

   加えて、申立人が、自身の退職時まで勤務していたと述べている上司の

厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 42 年６月１日であることが確

認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7429 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24 年４月１日から 27 年８月１日まで 

    私は、昭和 18 年４月１日から 20 年８月 31 日までの期間、Ａ社（現

在は、Ｂ社）に勤務しており、当該期間は厚生年金保険被保険者期間と

なっているが、その後、同社に再就職した申立期間が被保険者期間とな

っていないので、調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社における作業内容、勤務場所等に係る具体的な記憶及び職

場の同僚の供述から、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務し

ていたことは推認できる。 

   しかしながら、申立期間に厚生年金保険被保険者記録のある者 40 名に

照会したところ、回答のあった 36 名のうち 35 名は申立人のことを知らな

いとしていることから申立人の勤務期間及び保険料控除について事情を聴

取することができず、１名は申立人を知っているとの回答であったが申立

人の勤務期間は分からないとし、厚生年金保険料の控除についても事情を

聴取することができなかった。 

   また、申立人が記憶している同僚７名のうち住所の判明した者２名に照

会したが、回答のあった１名は申立人を知らないとしている。 

   さらに、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者台帳に記載されている申立人

の資格取得日は昭和 18 年４月１日、資格喪失日は 20 年９月１日となって

おり、オンライン記録と一致している。 

   加えて、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持していな



い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7430（事案 1614 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年４月頃から 29 年１月頃まで 

             ② 昭和 29 年２月頃から同年５月頃まで 

    Ａ社Ｂ工場で勤務していた申立期間①の厚生年金保険被保険者記録が

無い。私は昭和 28 年３月に高校を卒業し、同社に入社し、臨時社員と

して勤務していた。また、Ｃ社に勤務していた申立期間②の厚生年金保

険被保険者記録が無い。同社にはＡ社Ｂ工場を退職後に入社し、臨時社

員として勤務していた。今回、同社Ｂ工場及びＣ社で一緒に勤務してい

た同僚の名前をそれぞれ思い出したので、再度調査をして、申立期間①

及び②について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人が、Ａ社Ｂ工場の臨時社員であったとし

て氏名を挙げた同僚３名は、同社Ｂ工場における厚生年金保険の加入記録

が無いこと、同社Ｂ工場は、昭和 20 年から 36 年７月までの関係資料（人

事記録、賃金台帳、源泉徴収簿等）を水害により滅失してしまったとして

おり、申立人の同社Ｂ工場での勤務実態及び厚生年金保険の適用状況等を

確認することができないこと、及び同社Ｂ工場において、28 年４月１日

に厚生年金保険被保険者資格を取得した者の中から勤続 10 年以上の者８

名に照会したところ、６名から回答を得たが、いずれも申立期間①当時の

臨時社員の厚生年金保険の加入取扱いについて記憶していない上、申立人

を覚えている者もいないことから、申立人の同社Ｂ工場における厚生年金

保険の適用状況及び給与からの厚生年金保険料控除を確認することができ

ないため年金記録の訂正は必要ないとして、また、申立期間②については、

申立人が名前を挙げたＣ社の同僚は、申立期間②当時に申立人が同社に勤



務していたと証言していることから、申立人が同社に勤務していたことは

推認できるものの、申立人が、同僚であったとして氏名を挙げた２名のう

ち１名については、同社において厚生年金保険の加入記録があるが、ほか

の１名については、加入記録が無いこと、同社に勤務していた複数の元社

員は、同社では従業員ごとに厚生年金保険の取扱いは異なっていたようだ

と証言していること、及び同社は 50 年 11 月１日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっており、現存しておらず、また、当時の総務担当者は既に

死亡していることから保険料控除に係る証言を得ることができない上、当

時の資料（人事記録、賃金台帳、源泉徴収簿等）も無く、申立人の同社に

おける厚生年金保険の適用状況及び給与からの厚生年金保険料控除を確認

することができないことから、年金記録の訂正は必要ないとして、申立期

間①及び②について、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年 11 月 19 日

付けで通知が行われている。 

   申立期間①について、今回の再申立てに当たり、申立人は、Ａ社Ｂ工場

で一緒に勤務したとする同僚の名前を新たに挙げていることから、オンラ

イン記録において当該同僚と思われる同社の元社員に申立人の勤務実態に

ついて照会を行ったが、いずれの者からも申立人の勤務実態について証言

を得ることができないため、同社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿において、昭和 28 年４月１日に被保険者資格を取得した者のう

ち、前回照会を行った者を除き、連絡先の判明した者 13 名に申立人の勤

務実態等について照会したところ、全員から回答を得た。これらの者は、

いずれも自身は同社の正社員で、同日に同社に入社したと回答しており、

このうち１名は、「申立人を知っている。私は、昭和 28 年４月にＡ社に

正社員として入社し、１か月間の新入社員研修後、申立人が勤務していた

職場に配属された。申立人は臨時社員としてＤ作業をしていた。申立人の

在籍期間は覚えていないが、私と申立人が一緒に仕事をしていたことは確

実である。」と証言していることから、期間は特定できないものの、申立

人が同社Ｂ工場に臨時社員として勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、上記 13 名のうち、ほかの１名は、「私は、昭和 28 年４

月１日から 33 年頃までＡ社Ｂ工場で厚生関係の業務を担当し、その後は

厚生年金保険等の事務担当だった。同社では、厚生年金保険の扱いについ

て雇用形態によって異なる扱いをしており、正社員は採用日（試用期間を

含む。）をもって全員が厚生年金保険に加入するが、臨時社員は厚生年金

保険に加入できなかった。」と証言しており、ほかの複数の元社員も、

「同社Ｂ工場では、正社員のみ厚生年金保険に加入し、臨時社員は厚生年

金保険に加入できなかった。」と述べていることから判断すると、申立期

間①当時、同社Ｂ工場では臨時社員について、厚生年金保険に加入させて

いなかった事情がうかがえる。 



   申立期間②について、今回の再申立てにおいて、申立人は、Ｃ社で一緒

に勤務したとする同僚の名前を思い出したと述べているところ、申立人が

名前を挙げた者のうち、１名は同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において被保険者記録が確認できることから、期間は特定できないも

のの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

   しかしながら、申立人が名前を挙げた者のうち、オンライン記録におい

て当該同僚と思われるＣ社の元社員に申立人の勤務実態について照会を行

ったが、回答を得ることができないため、上記被保険者名簿において、申

立期間②当時に被保険者記録のある者のうち、前回照会を行った者を除き、

連絡先の判明した者 19 名に申立人の勤務実態等について照会したところ、

14 名から回答を得たが、いずれの者からも申立人の同社における勤務実

態についての証言を得ることができなかった。 

   また、上記 14 名のうち１名は、「私は、Ｃ社で臨時社員として勤務し

ていたことがある。同社では、厚生年金保険の取扱いについて雇用形態に

よって異なる扱いをしており、臨時社員の時は厚生年金保険に加入させて

いなかったと思う。」と回答している上、ほかの被保険者は、同社では、

試用期間中（入社後３か月から６か月程度）は厚生年金保険に加入させな

い取扱いであった旨及び同社では試用期間、臨時社員など厚生年金保険に

加入しない雇用形態があった旨の回答をしていることから、同社では、試

用期間中及び臨時社員については、厚生年金保険に加入させていなかった

事情がうかがえる。 

   このほかに、申立人から保険料控除を示す新たな資料提出や周辺事情も

無く、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことか

ら、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



神奈川厚生年金 事案 7431 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32 年４月１日から 35 年 11 月１日まで 

    ねんきん特別便により、Ａ社Ｂ事業所に勤務していた期間が脱退手当

金として支給されていることを初めて知った。結婚のために同社を退職

したが、年金記録によると、退職後１年４か月が経過した頃に脱退手当

金を支給したこととなっているが、私には脱退手当金を受給した記憶が

無い。退職時に会社から脱退手当金裁定請求書が交付されたが、未使用

であった同請求書を提出するので、調査の上、申立期間の記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社Ｂ事業所の押印がある脱退手当金裁定請求書を提出し、

当該請求書が未使用であることから、脱退手当金は受給していないと主張

している。 

   しかしながら、Ａ社Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

に記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日

（昭和 35 年 11 月１日）の前後５年以内に資格喪失し、脱退手当金の受給

要件を満たす者 25 名について脱退手当金の支給記録を調査したところ、

19 名に支給記録があり、うち 15 名が資格喪失日から６か月以内に支給決

定されているほか、申立人を含め２名が資格喪失日から１年数箇月後に支

給決定されているところ、申立人と同様に、１年数箇月後に支給決定され

ている者（１名）を含め複数の女性が、「会社は、脱退手当金の受給資格

を持つ女性社員が厚生年金保険の被保険者資格を喪失する際、裁定請求書

用紙を漏れなく交付しており、請求手続もしてくれた。」と供述している

ことを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理



請求がなされた可能性が考えられる。 

   また、上記被保険者名簿には、申立人のＡ社Ｂ事業所での資格喪失日以

降に行われた婚姻（昭和 36 年１月＊日）に伴う氏名変更処理が、昭和 37

年２月 13 日に行われていることが記載されており、脱退手当金が同年３

月 30 日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求手続

に併せて、氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

   さらに、上記の被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金を支給した

ことを示す「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金

は、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

   加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7432 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年３月 15 日から 55 年７月４日

までの期間及び同年７月７日から 56 年８月 26 日までの期間について、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年 10 月 30 日から同年 11 月１日

までの期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年３月 15 日から 55 年７月４日まで 

             ② 昭和 55 年７月７日から 56 年８月 26 日まで 

             ③ 昭和 63 年 10 月 30 日から同年 11 月１日まで 

    私が勤務していた申立期間①におけるＡ社の給与額は、31 万 2,000

円ぐらいあった。昭和 54 年４月分及び同年６月分の給与支給明細書を

所持しており、退職するまで給与額はほとんど変わらなかったと記憶し

ている。支給額に見合う標準報酬月額に記録を訂正してほしい。 

    申立期間②について、私は社長との約束で給与額は 35 万円として、

Ｂ社に入社した。契約書等は無いが、前職より低い給与額で転職するこ

とは無く、支給額に見合う標準報酬月額に記録を訂正してほしい。 

    申立期間③について、私は、Ａ社には昭和 63 年 10 月末日まで勤務し

ていた。ねんきん定期便を見ると、同年 10 月が被保険者期間となって

いない。当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社に係る当該期間の標準報酬月額の

相違について申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい



たと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合

う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定し、記録訂正の要否を判断することとなる。 

   申立人が提出した昭和 54 年４月分及び同年６月分の給与支給明細書に

より、総支給額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が

相違していることは確認できるものの、事業主により給与から控除された

厚生年金保険料に基づく標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額

と一致していることが確認できる。 

   また、Ａ社の元事業主は、同社は既に倒産し、申立期間当時の資料は廃

棄しており、厚生年金保険の届出、保険料の控除及び保険料の納付につい

ては不明であると回答している。 

   さらに、Ａ社において、当該期間に被保険者記録がある複数の同僚に照

会した結果、当時の給与明細書等を所持している者はおらず、当時の状況

を確認することができない。 

   加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る標準報酬月額はオンライン記録と一致しており、遡った訂正等の不自然

な処理が行われた形跡は見当たらない。 

   申立期間②について、Ｂ社は、当時の資料は既に廃棄しており、厚生年

金保険の届出、保険料の控除及び納付について不明としているが、同社の

総務担当者は保険料の控除について、「届け出た報酬月額に基づく保険料

を控除していた。」と述べている。 

   また、オンライン記録において、申立人の申立期間②における標準報酬

月額は 17 万円となっているところ、当時の事業主は、「申立人の給与は

年俸制であり、賞与等で総額を合わせていたと思う。」と述べている。 

   さらに、Ｂ社において、当該期間に被保険者記録がある複数の同僚に照

会した結果、当時の給与明細書等を所持している者はおらず、当時の状況

を確認することができない。 

   加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る標準報酬月額はオンライン記録と一致しており、遡った訂正等の不自然

な処理が行われた形跡は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①及び②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

   申立期間③について、申立人は、Ａ社に昭和 63 年 10 月 31 日まで勤務

したと主張している。 

   しかし、申立人の雇用保険の加入記録から確認できるＡ社の離職日は、

昭和 63 年 10 月 29 日となっているところ、Ｃ健康保険組合の加入記録か



ら確認できる申立人の健康保険組合の資格喪失日は、雇用保険における離

職日の翌日である同年 10 月 30 日となっており、両者の記録は一致してい

る。 

   また、申立人が所持する昭和 63 年 10 月分の給与支給明細書の厚生年金

保険料控除額欄に金額の記載が無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7433 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年３月 15 日から同年 10 月１日まで 

    私は、申立期間においてＡ社で勤務していたが、厚生年金保険の被保

険者期間となっていないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶しているＡ社における複数の同僚の氏名と、そのうちの１

名で、自身は昭和 42 年８月頃から同社に勤務していたと供述している者

が挙げた複数の同僚の氏名が一致することから、期間は特定できないもの

の、申立人は、同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 51 年６月１日（以下

「新適日」という。）に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期

間当時は適用事業所となっていない上、申立人が記憶している複数の同僚

及び元事業主は、いずれも新適日に同社に係る厚生年金保険被保険者資格

を取得していることが確認できる。 

   また、２名の同僚は、「私は、昭和 42 年からＡ社に勤務していたが、

新適日前に給与から厚生年金保険料が控除されたことは無い。」と供述し

ている上、２名のうちの１名は、「新適日前は、国民健康保険に加入して

いた。」と供述している。 

   さらに、申立人は、「女性事務員から厚生年金保険の加入手続をするの

で、厚生年金保険被保険者証を提出するように言われた。」としている一

方で、「面接の際に、健康保険についてはしばらく待ってほしいと話があ

ったものの、６か月を経過しても健康保険被保険者証はもらえなかっ

た。」と述べている。 

   このほか、Ａ社は既に解散しており、元事業主は連絡先が不明のため、



当時の状況を聴取することができない上、申立人は、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認できる資料

等を所持しておらず、申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関係資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7434（事案 6393 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年７月１日から 37 年 11 月 22 日まで 

    前回の第三者委員会の審議結果は、私がＡ社に勤務していた期間の厚

生年金保険については、脱退手当金として受給していないとは認められ

ないとして、記録の訂正は必要でないと判断された。 

    今回、新たな事情として、申立期間当時の上司の名前を思い出したの

で、再度調査の上、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る脱退手当金は、ⅰ）支給額に計算上の誤りは無

く、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日から３か月後の昭和 38 年

２月１日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えないこと、ⅱ）申立人とほぼ同時期にＡ社を退職し、脱退手当金の受領

を認めている複数の同僚が、事業主による代理請求が行われた旨の供述を

していることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主に

よる代理請求がなされた可能性が考えられることなどを理由として、既に

当委員会の決定に基づき、平成 23 年８月 24 日付けで年金記録の訂正は必

要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、新たな事情として、当時の上司の名前を挙げているほ

か、関連資料として、申立人の改製原戸籍謄本及び日本年金機構のチラシ

を提出しているが、申立人は、上司の姓しか記憶していないことから、当

該上司を特定できないため、申立人の脱退手当金について証言が得られな

いほか、申立人が提出した改製原戸籍謄本及び日本年金機構のチラシでは、

申立人が申立期間に係る脱退手当金を受給していないことを確認できる資

料とはならないことから、委員会の当初の決定を変更すべき新たな資料と



は認められず、このほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も

見当たらないことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給して

いないものと認めることはできない。 



神奈川厚生年金 事案 7435 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年４月１日から 46 年４月 11 日まで 

    厚生年金保険の加入記録を確認したところ、私がＡ社Ｂ支店に勤務し

ていた厚生年金保険被保険者期間について、脱退手当金が支給されてい

ることになっている。 

    脱退手当金を受け取った記憶が無いので、当該記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女性の

うち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 46 年４月 11

日の前後２年以内に資格を喪失し、脱退手当金の支給記録のある複数の者

が、「同社では、従業員に対して脱退手当金についての説明及び受給手続

を行っていた。」と供述しているほか、申立人と同じく同社Ｂ支店に勤務

していたとする者は、「退職の際、脱退手当金受給のために必要書類に記

入押印し、本社に提出して受給した。」と回答していることを踏まえると、

申立人についてもその委任に基づき、事業主による代理請求がなされた可

能性がうかがえる。 

   また、上記の被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金を支給したこ

とを示す「脱」に丸印が付されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約４か月後の昭和 46 年７月 29 日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


